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茨城大学
○ 大学の概要 教育振興局

大学教育センター
（１）現況 入学センター
① 大学名 留学生センター

国立大学法人 茨城大学 保健管理センター
学生相談センター

② 所在地 学生就職支援センター
本部・水戸キャンパス：茨城県水戸市 学術振興局
日立キャンパス：茨城県日立市 ＩＴ基盤センター
阿見キャンパス：茨城県稲敷郡阿見町 機器分析センター
教育学部附属幼稚園、小学校、中学校：茨城県水戸市 広域水圏環境科学教育研究センター※
教育学部附属特別支援学校：茨城県ひたちなか市 遺伝子実験施設
広域水圏環境科学教育研究センター：茨城県潮来市 地球変動適応科学研究機関
フロンティア応用原子科学研究センター：茨城県那珂郡東海村 フロンティア応用原子科学研究センター
宇宙科学教育研究センター：茨城県高萩市 宇宙科学教育研究センター
五浦美術文化研究所：茨城県北茨城市 五浦美術文化研究所
大子合宿研修所：茨城県久慈郡大子町 社会連携センター

※は、教育関係共同拠点に認定された施設を示す。
③ 役員の状況

池 田 幸 雄（学長名）（平成24年9月1日～平成26年8月31日）
三 村 信 男（学長名）（平成26年9月1日～平成30年3月31日）
理事数（非常勤を含む） ４名
監事数（非常勤を含む） ２名 ⑤ 学生数及び教員数（平成26年5月1日現在）（留学生数を( )書きで内数記載）

④ 学部等の構成
学部 学部・研究科等 学生数 教員数 職員数
人文学部
教育学部 役 員 7人
〃 附属幼稚園
〃 附属小学校 評価室 1人
〃 附属中学校
〃 附属特別支援学校 監査室 3人
〃 附属教育実践総合センター

理学部 学長秘書室 1人
工学部
農学部 学部
〃 附属フィールドサイエンス教育研究センター 人文学部 1,771人( 25人) 102人

教育学部 1,506人( 12人) 108人
大学院 理学部 936人( 10人) 57人
人文科学研究科（修士課程） 工学部 2,380人( 79人) 153人
教育学研究科（修士課程） 農学部 519人( 7人) 59人
理工学研究科（博士前期課程）、（博士後期課程） 学部 計 7,112人(133人)
農学研究科（修士課程） 253人
東京農工大学大学院連合農学研究科（博士課程後期３年）：【参加校】 大学院

人文科学研究科 61人( 14人)
専攻科 教育学研究科 119人( 4人) 4人
特別支援教育特別専攻科 理工学研究科 10人

：博士前期課程 672人( 33人)
図書館 ：博士後期課程 137人( 23人)

農学研究科 81人( 16人)
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茨城大学
（２）大学の基本的な目標等

学部・研究科等 学生数 教員数 職員数 国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の先端科学
関連の研究や産業の拠点の一つである首都圏北部に立地する特徴、さらには農

【東京農工大学大学院 業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科学、理学、工学、農学、
連合農学研究科】 【 35人：外数】 教育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、

大学院 計 1,070人( 90人) さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強
め、同時に３キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標とする。

専攻科
特別支援教育特別専攻科 25人 教育

茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教育に重点
教育学部附属学校園 をおき、総合力を生かして一貫した教養教育と専門教育を行い、豊かな人間性
附属幼稚園 116人 と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた職業人を育成する教育を行う。ま
附属小学校 640人 84人 た、大学院教育を重視し、より幅広く豊かな学識を持ち、持続可能な社会と自
附属中学校 476人 然保全の担い手を育成する教育を行い、高度専門職業人や研究者を養成する。
附属特別支援学校 56人

研究
教育振興局 茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナ
大学教育センター 5人 ビリティ学研究やフロンティア応用原子科学の研究、個々に育成された先進的
留学生センター 4人 研究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成して、国際的な水準の成果を
保健管理センター 2人 発信する。研究の継承と発展の観点から、若手教員と大学院生の育成を積極的

に行う。
学術振興局
ＩＴ基盤センター 2人 地域連携・国際交流
機器分析センター 1人 茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と
広域水圏環境科学教育研究センター 6人 研究を推進し、その成果を積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化
遺伝子実験施設 2人 の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に寄与する。教育と研究の成果
地球変動適応科学研究機関 1人 を広く国際社会に向けて発信し、国際的な交流と共同研究を推し進め、特にア
フロンティア応用原子科学研究センター 1人 ジアとの国際交流を推進する。
宇宙科学教育研究センター 1人
社会連携センター 2人

合 計 9,495人(223人) 612人 257人
【 35人：外数】

※【東京農工大学大学院連合農学研究科】の【35人：外数】は、本学で研究指導
を受けている学生数を示す。
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茨城大学
茨城大学憲章

（平成21年５月30日制定）

茨城大学は、教職員と学生がともに茨城大学の公共の役割を深く理解し、それ
ぞれの立場に応じた責任の下で、社会からの期待と要請に応えていくために、行
動の指針として「茨城大学憲章」を制定します。

運 営
基本理念 教職員および学生の協働と自治の下で大学の運営を行います。基本的人権を守
茨城大学は、真理を探究し、豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間 り、男女が等しく大学の運営に参画できる条件を整備します。計画的な組織整備

の育成と「知」の創造、蓄積、体系化および継承に努めます。多様な教育と高度 と教職員の研修を行い、社会の変化に柔軟に対応できる運営体制を整えます。安
な研究を展開し、世界の平和、人類の福祉ならびに自然との共生に貢献します。 全と健康に配慮したキャンパスづくりと環境緑化に努めます。教育、研究、地域
社会の変化に対応できるよう自己変革します。 連携、国際交流、財務および経営について自己点検評価し、結果を公表するとと

もに大学改革に適切に反映させます。

教 育
未来を拓く学生が、自由に、自発的に行動できる学びの場として、また市民が

継続して学習する場として、さまざまな学習の機会を保障します。人類の文化と
社会や自然についての理解を深め、高い倫理観をもち、持続可能な社会と環境保
全の担い手となる市民を育成します。豊かな人間性と幅広い教養をもち、多様な
文化と価値観を尊重する国際感覚を身に付けた人間を育成します。学部教育では、
大学のもつ総合力を生かして一貫した教養教育と専門教育を行います。専門知識
と技能を修得し、自らの理想に基づいた将来設計ができる力と課題を探求し問題
を解決する力を兼ね備えた人材を育成します。大学院教育では、幅広く豊かな学
識と高度な専門知識と技能を身に付け、学術研究と科学技術の進歩に対応できる
豊かな創造力をもった高度専門職業人と研究者を育成します。

研 究
研究が自由な発想と主体的な判断に基づいて自律的に遂行されることを保障し、

研究環境の整備を行い、卓越した「知」の創造に努めます。大学における研究が
社会からの信頼と負託を受けていることを自覚し、高い倫理性をもって真摯に研
究を行います。真理の探究に関わる基礎研究を充実するとともに、新しい学術分
野や産業創出に繋がる組織的研究の育成に努めます。茨城大学が立地する地域の
自然的資源および社会的資源を生かした独創的な研究を組織化し、世界的な研究
拠点の形成に努めます。創造的研究の継承と発展のために、未来を担う若手教員
と大学院生の研究を積極的に支援します。

地域連携と国際交流
市民や社会から信頼される大学であるために、大学の情報を広く発信し、大学

への期待や要請の把握に努めます。市民、自治体、教育界、高等教育研究機関、
経済産業界等と連携した教育と研究を推進します。教育研究の成果を積極的に社
会に還元し、地域の教育と文化の向上、環境保全、産業振興、社会の発展に寄与
します。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信するとともに、学生や教
職員の国際的な交流と共同研究を行い、国際水準の教育と学術研究の推進及びそ
の成果の共有に努めます。アジア地域を中心とした国際社会から信頼される学術
と文化の交流拠点となることを目指します。
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茨城大学
○ 全体的な状況

大学の基本的な目標の達成に向けた取組状況 都大学東京と連携して実施）を計画どおりに開始した。
平成26年度は、５名の農学部学生をインドネシアの協定校に派遣し、８名

茨城大学は、我が国の先端科学関連研究や、産業の拠点の一つである首都 の留学生（インドネシア、タイ）を受け入れた。受入プログラムでは、10科
圏北部に立地するという特徴、さらには全国第二位の生産高を誇る農業の活 目の英語開講科目を農学部の学部教育課程に新設し、実施にあたっては、農
発な地域としての特色等を生かし、理学、工学、農学、人文・社会科学、教 学部教員に加えて、理学部及び工学部教員も授業を分担する分野横断的な内
育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、 容とした。
さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強 AIMS受入プログラムが終了する12月には、AIMSコンソーシアム全体のWrap-
め、同時に３キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標として upプログラムを農学部で開催し、本学受入の留学生８名以外に、東京農工大
いる。 学と首都大学東京で受け入れた留学生27名（マレーシア、インドネシア、タ

イ）が合流し、３ヶ月の学修成果や帰国後の研究計画について全員が発表し
茨城大学では、平成26年９月に新学長が就任し、「持続可能な地域づくり 議論して総括するなど効果的なプログラムとなった。

の拠点となる大学、その中で世界的な強み・特色が輝く大学」というビジョ 本プログラムの実施によって、本学学部教育の国際化が大きく進展すると
ンを掲げ、 同時にAIMSコンソーシアムを介した国際連携教育の体制が新たに構築された。
（１）教育の質的転換：地域活性化を担いさらに広く社会で活躍する総合力

をもった人材を育成する大学 【国際PBL科目・ダブルディグリープログラムの推進】
（２）地域への貢献：地域に根ざした「地域の知の拠点」として広く社会か 農学部では、学部レベルでの国際PBL科目として、平成25年度から「国際イ

ら支持される大学 ンターンシップ」を開講しており、平成26年度はインドネシア・ガジャマダ
（３）強み・特色の発信:特色ある研究成果を社会、そして世界に発信する 大学と連携して実施したところ、農学部学部生11名が参加し、海外において

大学 社会状況等を実体験するなど、国際感覚及び素養等を向上させることができ
（４）社会的責任の自覚：公正で開かれた運営によって社会的責任を果たす た。

大学 なお、インドネシア協定校との「ダブルディグリープログラム」（大学院
になることを目指して、教育改革、研究活動の活性化、教育研究組織の再編、 農学研究科修士課程）では、双方でそれぞれ２名の学生が履修しており、本
ガバナンス改革を大学改革の柱として定め、改革に取り組んでいる。 プログラムは着実に運用されている。

平成26年10月には、この包括的な改革をスピード感を持って進めるため、 【英語教育の拡充】
多岐にわたる改革の取組・進捗状況等を全学教職員が共有し、取組に資する 平成26年度には、総合英語受講者に対して平成25年度から開始したTOEIC全
ようにするとともに、ステークホルダーに対して説明責任を果たす観点から、 学導入に向けた試行を習熟度別に実施し、教育効果の改善につなげた。そし
改革に係る47項目について、改革の方向性と工程表及び担当役員・副学長等 て、これを踏まえて、平成27年度からは総合英語受講者（１年次生）全員に
を定めた「大学改革アクション・プログラム」を策定し、学内外に公表した。 受検させ、スコアを成績評価の一部に採用することとしている。
このアクション・プログラムは、同じく10月に発足した「大学戦略・IR室」 人文学部では、平成26年度から本格的に開講した国際教養プログラムにつ

を中心にして、四半期を目途に進捗状況のフォローアップを実施し、必要に いて、新入生・２年生へのガイダンス、３年生を対象にした履修の意向調査、
応じて見直しを行っており、PDCAサイクルを機能させた形での改革を推進し 開講科目の点検・評価、学生の履修状況等の確認等を着実に実施し、次年度
ているところである。 に向けた改善の検討を進めた。

工学部では、新たにALCのｅラーニングの｢TOEICテスト演習2000コース｣を
平成26年度に取り組んだ主要な取組の概要は以下のとおりである。 導入し、TOEIC公開テストと同様な環境で、TOEICの自学自習ができる環境を

整備した。

１.教育研究等の質の向上の状況 【学生国際会議（ISCIU）】
１）質の高い教育の実施 本学が開発してきたPBLの全学的取組として、学生が主体となって企画運営

を行う「学生国際会議（ISCIU）」があり、平成26年度は、工学部学生が中心
① 教育の国際化推進 になって、第10回ISCIUを11月15、16日の２日間にわたり水戸キャンパスにお

いて開催し、英語による24件の口頭発表と12件のポスター発表を行った。
【AIMSプログラム】 また、この会議と連動させて、大学院共通科目である「国際コミュニケー
平成25年度に採択され、平成26年度から実施すべく準備を進めてきた「大 ション基礎」及び「実践国際コミュニケーション」を開講し、英語教育を効

学の世界展開力強化事業（AIMSプログラム）」（ASEAN発、環境に配慮した食 果的に実施した。
料供給・技術革新・地域づくりを担う次世代人材養成：東京農工大学及び首



- 7 -

茨城大学

【大学院における英語教育プログラム】 るための特別プログラムとして、「根力（ねぢから）育成プログラム」「国際
本学では、PBLを主体にした大学院プログラムとして、「地域サステイナビ 教養プログラム」「地域課題の総合的探求プログラム」等の多様な教育プロ

リティの実践農学教育プログラム」（農学研究科修士課程）及び「国際実践 グラムを実施した。
教育演習」（大学院横断型プログラム）を実施しており、国内外の大学間連
携強化を目的とした地域サステイナビリティの実践農学教育プログラムにお 理学部では、原子科学に関して、基盤的かつ総合的な専門知識を有する人材
いては、平成26年度は、本学大学院生７名以外に、東京農工大学５名、筑波 を育成するため、本学教員と日本原子力研究開発機構に所属する教員との連
大学４名、琉球大学３名、香川大学２名、愛媛大学１名、インドネシアから3 携による「総合原子科学プログラム」を着実に実施した。
8名の大学院生の参加者を得た。
また、国際実践教育演習は、プーケット・ラチャパット大学(PKRU)と連携 農学部では、健康な食生活のための体系的教育を狙いとした「農場から食

して実施し、12名の学生が受講した。 卓までの食の安全管理」を教育するプログラムとして、食のリスクを合理的
に判断し、一般国民に適切に伝達できる「食の安全ファシリテーター」の育
成を目標とした「食のリスク管理教育プログラム」を実施した。

② 主体的な学習への支援の充実
教育学研究科では、GPプログラムを継承・発展させた教育学研究科共通科

【図書館における学習支援体制の強化】 目「地域教育資源フィールドスタディ」を行った。これは、学生を複数のグ
平成26年５月にリニューアルオープンした図書館に、ラーニング・コモン ループに分け、各グループそれぞれが問題関心を深めて茨城県の産業や地域

ズ（共同学習エリア）及びアクティブ・ラーニングのためのグループ学習室 資源の特徴を明らかにするフィールドワークであり、学生の満足度も高く、
を設置するなど、主体的学習支援の環境整備を行った。 学生の主体性を伸ばす質の高い教育となっている。
また、１年次生を対象として、図書館の活用法について学べる「図書館ツ

アー」を４月～７月に計57回実施し、1,040人の参加があった。 理工学研究科では、原子力分野以外を専攻する学生を対象として、地元の
原子力関連企業や研究所と連携し、原子力分野の専門知識の習得や原子力の

【学修指導・学修相談体制の改善】 現場を体感できる実習等により、原子力産業を担う技術者の養成を目標とし
全学的な教育支援システム（教務情報ポータルシステム「Live Campus」） た「原子力工学教育プログラム」を実施した。

に、学生の学業状況を把握するシステムを付加して、教員の学習指導体制を
強化した。また、初年次学生向けの「理系質問室」及び「総合英語学習相談
室」を着実に運用するとともに、さらに「数学相談室」及び「プログラム相 ２）研究に関する取組状況
談室」を理学部で開設し、学習相談等の支援体制の整備を進め、平成26年度
は、前者で延べ166名、後者で延べ343名の利用があった。 ① 特筆すべき研究成果
さらに、各学部では、独自の学習支援システムを併用して、きめ細かい支

援、指導を行った。例えば、電子ポートフォリオ（人文学部、教育学部、工 【特許技術の製品化】
学部、農学部）を活用した学習指導、年２回の個人面談または集団面談（理 理学部教員と日本原子力研究開発機構研究主幹が発明者となって共同出願
学部、農学部）である。 した特許技術「メチルイミノビスジアルキルアセトアミドの製造方法」を用

いた商品を東京化成工業株式会社が製品化して、平成26年10月から広く市販
【アクティブ・ラーニングの推進】 されるようになった。
教養科目のアクティブ・ラーニング化50％以上の目標を決定し、主体的学

習支援ツール等の強化の平成27年度実施に向けて準備を進めた。また、教育 【共同開発の製品化】
学部の268人収容できる大教室の改修を行い、教壇を劇場のような広い正面舞 理学部教員等のグループが東京大学・北里大学などと共同で開発していた
台としても活用できるスペースとしたほか、照明及び充実したAV機器等を整 放射線の飛んでくる方向を測定できるカメラ 「γI (ガンマアイ) 」が製品
備し、様々な芸術パフォーマンス（演奏会や上映会等）も行えるなど多様な 化された。
授業形態に対応できる多目的型の教室にリニューアルした。

【共同研究における成果】
【科目ナンバリングの導入】 人文学部教員は、総合研究大学院大学・鳴門教育大学・アリゾナ大学・カ
平成26年度は、教育課程の体系的な編成や、可視化等を目的に科目ナンバ リフォルニア大学デービス校・セイバル−ペテシュバトゥン考古学プロジェ

リングの導入を決定し、平成27年度からの運用開始に向けて準備を進めた。 クトの教員と多国籍チームを編成しマヤ文明のセイバル遺跡で学際的な調査
を実施しており、この成果であるマヤ文明の定住共同体の発展に関する査読
論文が、米国科学アカデミーの学術誌「Proceedings of the National Acad-

③ 特色ある教育プログラムの推進 emy of Sciences USA (PNAS)」に掲載された。

人文学部では、各コースでの学修のほかに、学科・コースを問わずに履修 理学部教員の研究グループと京都大学の研究グループの共同研究により自
することができ、実践的なコミュニケーション能力や課題解決能力を養成す 然界最古の光捕集と光電変換を司る光合成分子機械の立体構造、すなわち紅
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色光合成細菌の活性中心蛋白質の構造を明らかにし、その研究成果が英国科 の果皮に抗肥満効果があることを明らかにした。
学誌「Nature」に掲載された。また、理学部教員・京都大学教員・高エネル
ギー加速器研究機構教員による量子ブラックホールのホログラム的記述の数 【バイオ燃料社会プロジェクトにおける研究成果】
値的検証に関する論文が「Science」に掲載された。 「茨城大学バイオ燃料社会プロジェクト」では、茨城県、県内自治体、企

業等と連携してスィートソルガムを利活用した付加価値の高いバイオ燃料生
農学部教員の研究グループは、東京医科大学茨城医療センター及び茨城県 産の研究を進め、高効率なバイオ燃料生産の一環プロセスを世界で初めて構

立医療大学と連携し、モデル動物を用いて、慢性社会的敗北ストレスにより、 築した。
メタボロームプロファイルが変化すること、末梢レプチンおよび視床下部へ また、福島県南相馬市及び企業等と連携してスィートソルガムを同地で大
の作用機序、摂食量・増体重に影響を及ぼすことを明らかにした。この研究 規模に栽培し、放射性物質の除染や津波被害地での除塩に有効であることを
に関する論文は「Journal of Proteome Research」など３件の学術雑誌に掲 明示した。
載された。 さらに、バイオ燃料の生産ばかりではなく、パルプ、紙、ペレット、一般

用途のアルコール、飼料としての新しい用途を開発し、改良を加えた。
フロンティア応用原子科学研究センター教員および東京工業大学・オース 研究成果の一部は学術誌等に発表し、平成27年３月には中間とりまとめの

トラリア原子力科学技術機構の教員による研究グループは、酸化物イオン伝 地域連携シンポジウムを開催し、外部評価を実施して高い評価を得た。
導体の新しい構造ファミリーであるネオジム・バリウム・インジウム酸化物
「NdBaInO4」を発見した。NdBaInO4の結晶構造の決定およびNdBaInO4におけ 【気候変動に関する国際共同研究、国際講演会開催】
る酸化物イオンの拡散経路の可視化にも成功した。 気候変動に関する国際共同研究においては、南太平洋島嶼国、ベトナム国、

韓国等アジア・太平洋地域の途上国において、気候変動の影響を受けやすい
【学会賞・論文賞などの受賞】 低平な国土における環境と防災面での研究に取り組み、学生を含めた国際共
国内学会において、３名の理学部教員が日本鉱物科学会学会賞、日本放射 同研究を展開している。

線影響学会奨励賞、日本物理学会第20回論文賞をそれぞれ受賞し、工学部教 本研究は、NHKスペシャル「巨大災害 Mega Disaster」(平成26年８月30日)
員が計測自動制御学会論文賞を受賞した。また、アメリカ化学会誌に掲載さ においてベトナムでの共同研究が紹介された。
れた理学部教員の論文が、「Journal of the American Chemical Society また、平成26年11月26日に、国連の「気候変動に関する政府間パネル (IPC
(JACS) Spotlight 」に選出された。 C)」第２作業部会共同議長であるクリストファー・フィールド博士を招いて、

国際講演会を開催し、気候変動の影響と適応策、さらに緩和策について、平
工学部若手教員は、Annual Congress of the International Society for 成26年度に公表されたIPCC第５次評価報告書に基づく最新の科学的知見につ

Rotary Blood Pumps (ISRBP2014 : 国際ロータリー血液ポンプ学会) におい いて情報交換と成果発信を行った（参加者数400名）。
て、Asia Pacific ISRBP Young Investigator Award を受賞し、また日本人
工臓器学会大会においても、Grant-MERAを受賞した。 【復興に関する学部横断型共同研究プロジェクト】

復興重点研究プロジェクトでは、学部横断型の共同研究を展開し、農学部
日本原子力研究開発機構トカマク国内重点化装置共同研究の成果報告会で、 及び農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターが連携し、霞ヶ浦と

工学部教員がJT-60共同研究優秀賞を受賞した。また、日本推理作家協会にお その流域に拡散した放射性物質の環境影響評価に関する共同研究を実施した。
いて、人文学部教員が第67回日本推理作家協会賞「評論その他の部門」を受 また、放射性物質関連では、認定NPO法人自然環境復元協会からの受託研究
賞した。 として、平成26年10月１日より「福島県帰宅困難地域およびその周辺を対象

とした放射能汚染の動態等調査研究」を農学部の教員が共同で実施している。
【国の推進事業への採択】
戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) の課題の一つである 「革新 【産官学連携によるサステイナビリティ学関連研究】

的燃焼技術」研究におけるクラスター大学の一つとして、本学が採択された。 サステイナビリティ学関連研究で、産官学（株式会社ユードム、守谷市役
また、地球変動適応科学研究機関関係者が東京大学と共同申請していたフ 所・古河商工会議所）の協力・連携のもとCO₂観測ステーションを茨城県内

ューチャー・アース構想の推進事業が採択され、主にベトナムにおいて研究 に10地点設置して連続濃度計測を行っており、さらに日立市、つくば市の協
者と現地ステークホルダーが協働して気候変動適応への課題解決に向けた調 力を得て、平成26年度は計測地点を13地点に拡大した(データ提供を受ける３
査を実施した。 地点を含む)。

【レッドデータブックの作成協力】
② 研究プロジェクトの成果 広域水圏環境科学教育研究センターでは、「茨城における絶滅のおそれの

ある野生生物（レッドデータブック）」の改訂に際し、茨城県自然博物館等
【農医連携プロジェクトの研究成果】 と協力して魚類・貝類・甲殻類の現地調査を行うとともに、絶滅危惧種の選
「茨城大学農医連携プロジェクト」では、東京医科大学茨城医療センター及 定とレッドデータブックの作成に積極的に貢献している。
び茨城県立医療大学と連携し、地域農産物の健康機能性の探索を行い、果実

http://www.ibaraki.ac.jp/events/2014/10/141731.html
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③ 外部資金の獲得状況 また、地域の課題に取り組むPBL教育をカリキュラムに組み込み、地域社会
をフィールドとして、主体的かつ意欲的に学ぶ教育を実施するため、各学部

【平成26年度外部資金の獲得実績】 に関連する地域の課題を取り上げるほか、地域企業の経営者、地方自治体の
平成26年度科研費の採択実績は、229件、5億1,349万円であり、平成25年度 職員等を講師として招聘して開講する授業科目「茨城学」を平成27年度から

の実績（250件、5億2,764万円）を若干下回った。 初年次全学生の必修科目として開講する準備を進めた。
一方で平成26年度の共同研究、受託研究、奨学寄附金等の外部資金は、獲

得額が合計9億2,339万円であり、平成25年度の8億7,956万円を上回る成果が
あり、研究に係る外部資金獲得額全体としては、前年度を上回った。 ③ 地域連携教育の組織化

「まち･ひと･しごと創生法」の施行に基づく国の「まち･ひと･しごと創生
④ URA（ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター）と国際コーデ 長期ビジョン」及び「まち･ひと･しごと創生総合戦略」の策定及び茨城県に
ィネーターの採用 おける「県まち･ひと･しごと創生本部」設置を契機に、県内に所在する大学･

高専が関係を深め、茨城県及び県内地方公共団体、並びに産業界等と連携・
平成26年度に、高度専門職の配置による業務実施機能の強化の方針を策定 協働して地域の振興に寄与し、“いばらき”の発展に資するため「いばらき

し、教員の外部研究資金の獲得及び執行・報告等を支援する目的で、URA２ 地域づくり大学・高専コンソーシアム」を提案し、平成27年３月に３大学と
名を採用した。また、平成26年度文部科学省「科学技術人材育成のコンソー １つの高専の参加で設立するとともに、地域創生の更なる推進のため、「地
シアムの構築事業」に群馬大学、宇都宮大学と共同で申請した『地域特性を 方創生推進室」の設置準備を開始した。
活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点』構築事業が採択され、URA３
名を採用するなど、本学における研究支援体制の強化に着手した。
さらに、国際戦略室の開設（平成27年４月）に伴い、国際コーディネータ ④ 特色ある地域連携活動

ー１名を採用し、国際共同研究を推進できる体制を整備した。
【人文学部における地域連携活動】
人文学部市民共創教育研究センターでは、人文学部と円卓会議協定を締結

３）社会連携事業の推進 している自治体を中心に、共創活動としての各種シンポジウム（２回）及び
イベント（自治体円卓会議；５回、原子力損害賠償説明会；１回）を開催し、

① 社会連携センターの活動推進 地域のニーズへの対応を通して地域活性化に貢献した。

平成25年度に発足した社会連携センターについて、平成26年４月より、こ 【地球変動適応科学研究機関における地域連携活動】
れまで地域との連携活動を担ってきた地域総合研究所、産学官連携イノベー 地球変動適応科学研究機関（ICAS）は、事務局を務める「いばらき自然エ
ション創成機構、生涯学習教育研究センター、地域連携推進本部の４つの大 ネルギーネットワーク」講演会（６月26日開催）と、茨城大学・茨城県・茨
学附属施設を統合して新たな体制により本格的に始動し、平成26年５月23日 城産業会議３者連携講演会「いばらきのエネルギーと持続可能社会の実現に
には、一般市民及び茨城県、関係地方自治体、県内各企業、報道関係者等を むけて」（11月27日開催、113名の参加者）の企画運営に協力した。
招待し「地域とともに生きる茨城大学－地域の未来づくりに向けて」と題し また、「いばらき自然エネルギーネットワーク」では、環境省地球環境基
て、社会連携センター発足記念シンポジウムを開催した。 金や茨城県の助成を受けて、茨城県、茨城大学社会連携センターと共同で、
また、「戦略的地域連携プロジェクト」や「学生地域参画プロジェクト」 地域主導型再生可能エネルギーの開発推進を担う人材を養成するための研修

を学内から公募し、全学的な視点から取り組むべきプロジェクトを選定した。 プログラム「いばらき自然エネルギー開発コーディネータ養成」を実施し、
行政・公共機関、市民団体、民間等から８機関10名に修了証を授与した。

② COC事業の推進 【茨城県北ジオパークの活動】
本学の茨城県北ジオパーク事業では、インタープリター（ガイド）養成講

本学申請事業が、文部科学省の平成26年度「地（知）の拠点事業」（COC事 座の開講及び「地質情報活用プロジェクト」を推進するとともに、本学学生
業）に採択されたことを受けて、平成26年９月１日、学長を機構長とする「茨 を中心とした「地質観光まっぷ」の作成及びジオツアー等を実施し、一般の
城大学COC統括機構」を立ち上げ、専任教員１名及び課長補佐級事務職員１名、 方々には馴染みの少ない「地質」を活用した地域振興を目指し活動を展開し
コーディネーター２名を配置し、体制を整備した。 た。
本事業は、教育、研究、社会貢献の活動からなり、平成26年度は、次年度

から開始する「地域志向教育」（地域を多角的に捉えながら地域課題と向き
合い、学部１年次から大学院まで一貫して取り組める学部横断型のアクティ
ブ・ラーニング）の準備、地域連携に関する３つの公募型プロジェクトの実
施（採択数全10件）を行った。
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⑤ 図書館の地域共生活動 留学生センターでは、留学生及び日本人学生を対象に、若者文化、教育、
社会問題、アニメ、J-POP、クールジャパン等に関する、学生の調査・発表を

図書館本館がリニューアルされたことを記念し、「知の交流」、「地域との 中心とした All English 科目「Studies in Contemporary Japan」を開講し
共生」を積極的に推進する目的で、図書館が所蔵する貴重資料の展示を学内 た。
外に公開し、図書館の地域共生活動を推進した（入場者数、2,308名；１日当 また、県内高等学校での「異文化体験講座」、茨城県農林水産部及びロー
たり164名）。 タリークラブとの共催等によるイベント等を通して異文化交流等を推進する
また、図書館の在り方を広げる試みとして、「リニューアルオープン記念 とともに、海外協定校で日本語教育実習演習を実施した。

コンサート」を実施した（参加者は120名でライブラリーホールの収容定員に
相当する）ほか、平成26年10月から市民公開の「土曜アカデミー」を開催し、
地域住民の積極的な参加を得て、学生はもとより一般市民への門戸を開放す ② 交流協定に基づく学生の派遣と受入
るなど地域共生活動の推進を図った（総参加者数805名）。

人文学部では、テネシー工科大学（４名）、韓国仁済大学校（２名）、アラ
バマ大学、ペンシルバニア州立大学、タイのトランキット大学、フィリピン

４）地域の教育・高大連携に関する取組 のデ・ラ・サール大学（以上は、各１名）に学生を派遣した。
また、ベトナムのフエ大学外国語学部、中国の国際関係学院、白城師範大

① 地域の教育と高大連携 学（以上は各２名）、韓国の国民大学校、アラバマ大学、ペンシルバニア州
立大学（以上は各１名）から、留学生を受け入れた。

【高校生を対象とした教育支援】
理学部では、茨城県教育委員会による「未来の科学者育成プロジェクト」 教育学部では、語学研修として英国グロスターシャー・コレッジ校（16名

の「高校生体験教室」として、平成26年８月上旬に６研究室が３日間にわた ：平成26年度から開始）、マギル大学（４名）へ、長期留学としてアラバマ
って地元高校生17名を受け入れた。 大学バーミングハム校（１名）、インドネシア教育大学（１名）、シドニー工
また、「第５回高校生の科学研究発表会＠茨城大学」を実施し、約250名の 科大学（１名）、ウダヤナ大学（１名）へ、短期研修として忠北大学校（２

参加者を集めて、計67件の発表（口頭36件、ポスター31件）が行われた。 名）へ派遣を行った。
さらに、市立千葉高等学校のSSH、茨城県立水戸第二高等学校、同県立緑岡 また、教育学部において外国人留学生を19名（中国（留学生９名・研究生

高等学校のSSH事業に協力した。 ５名）、韓国（留学生３名）、パキスタン（教員研修留学生：１名）、クロア
工学部では、茨城県立日立第一高等学校と高大連携を行うとともに、「第1 チア（教員研修留学生：１名））を受け入れた。また教育学研究科において

4回青少年のための科学の祭典 日立大会」（約5,000名が来場）に工学部教員、 も中国からの留学生（４名）を受け入れた。
技術部、学生が今年も継続的に参加し、９つのテーマでものづくり体験やデ
モ実験、展示を行い、地域の科学教育に貢献した。 理学部では、インドネシア・アンダラス大学（７名）から学生を受け入れ

た。
【技術部職員による地域教育支援】 工学部では、協定校との学生交流を活性化するために英語で受講可能な短
日立キャンパスにおいて、工学部技術部職員による「第９回ものづくり体 期集中科目「先端科学技術入門」(１単位)を開講した。８月には、ベトナム

験・理科工作教室」を開催した。これは毎回参加者から好評を得て継続的に 国家大学ハノイ科学大学との学部間交流協定を締結し、９月１日～７日にハ
開催しているイベントで、平成26年度は小学２年～６年生12名及び保護者の ノイ科学大学の学生（５名）を招待して、短期サマーセミナーを開催し、上
参加を得た。 記科目を受講した。

【農学部附属農場を活用した体験教室】 農学部では、地域サステイナビリティ・実践農学教育プログラムとして「熱
農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターでは、本学の戦略的地 帯農業フィールド実習」の受講のため、本学大学院生を８月19日～27日にか
域連携プロジェクトの一環として、FS センター技術職員が企画し、阿見 けてインドネシア・ウダヤナ大学（６名）に、９月17日～25日にかけてボゴ
町の広報誌で参加者を募る地域の食育活動に貢献するイベントとして、 ール農科大学（２名）に派遣した。
近隣の小学校・保育園等の子どもたちや保護者を対象として、田植え、ナシ AIMSプログラムでは、農学部学生（５名）をインドネシアの協定校に派遣
収穫、ジャガイモ掘り、稲刈り、サツマイモ掘り、パン作りなどの体験教室 し、インドネシアとタイの留学生（８名）を受け入れた。
を計17回実施し、408名の参加者があった。 ダブルディグリープログラムにおいて本学学生１名が帰国、１名が在外中、

交流大学学生１名が帰国、１名が本学に滞在中である。JICA連携プログラム
「アフガニスタン 未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」により４

５）国際化に関する取組状況 月に１名が連合農学研究科博士課程に、10月に４名が農学研究科修士課程に
入学したほか、10月より研究生３名を受け入れた。

① 留学生センターの活動展開
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③ 国際交流に伴う危機管理個別マニュアルの作成 ールド教育拠点)に認定され、公開臨湖実習、公募型の他大学の臨湖実習及び
卒論生・大学院生の施設利用などを積極的に推進・展開し、平成26年度の利

国際交流に伴うリスク管理体制を整備し、危機発生時における大学として 用大学数と利用者数はそれぞれ23大学および580人であった。
の対応をあらかじめ策定し、学生の安全確保を行うため「学生の国際交流に
伴う危機管理個別マニュアル」を作成し、留学生センターHPに公表した。
また、留学を希望する学生に対し「海外留学・研修ガイドブック」の配付 ② 研究所等独自の取組や成果

及び国際交流に関する危機管理セミナーを開催した。
【国際的水準の研究の遂行】
昨年に引き続き、重点研究の中で、サステイナビリティ学研究、復興重点

６）附属学校に関する取組 研究プロジェクト「霞ヶ浦流域生態系における放射性物質の環境影響評価と
対策技術開発」、霞ヶ浦環境保全研究に参加し、研究を推進した。

① 附属小学校・中学校と連携したインターンシップ科目の実施 リモートセンシング国際会議(ISRS)に参加し、韓国防災研究所(National
Disaster Management Institute )と共同研究を企画することで合意してい

教育学研究科では、附属小学校・中学校と連携してインターンシップ科目 る。日立製作所のJICAプロジェクトに有識者助言者として参画し、ベトナム
「授業展開ケーススタディ」を開設しており、附属小学校及び附属中学校に 国ダナン市、ビンディン県の防災システム普及に携わった。
赴き、教育実習生の対応法、学校・学級経営、行事の流れなどを観察し指導
を受けた。大学院生全員による活動となったため、教育プログラム的にも内 【学部学生に関する研究支援・受入学生を通じた国際交流の検討】
容においても大きな成果を上げた。 ベトナム国ダナン市、ビンディン県を対象とした研究を実施し、平成26年

度はデータ構築を行い、平成27年度の現地調査実現に向けて準備を進めてい
る。

② 教育実習に関する取組 また、日本での勉学を終わり、帰国した学生と現地コアとして連携するた
め、韓国防災研究所研究員と相談し、教育、研究の面で共同することとし、

１、２年次生対象の教育実習の科目を、教員免許状取得希望者全員に対し 平成26年度はリモートセンシング国際会議（ISRS：釜山）時にも確認した。
て必修化するとともに、附属学校園を含む学校現場の観察・体験を増やすな
ど、授業の充実を図った。 【外国人研究生の受入】
また、学校教育教員養成課程３年次に必修としている附属小学校・中学校 中国人学生１名を研究生（オフィス・教室で発生したCO₂を身近な施設で

における基本実習の単位数を２単位から４単位とする見直しを図った。 吸収させるシステム構築に関する研究）として受入を行った。
さらに、この変更が適用される平成26年度入学生が３年次となる平成28年

度からの実施に向けて、単位数増加に伴う実習期間の拡大、その期間内にお
ける教育実習日程・内容、事前（直前）指導や事後指導のあり方などについ ２．業務運営・財務内容等の状況
て、附属小学校・中学校と連携を図りながら検討を開始した。

１）業務運営の改善及び効率化

③ ICT教育の充実 ① 大学運営会議の設置

平成26年度から、ICT教育の充実のために２拠点遠隔講義システムを導入し、 平成26年９月の新学長就任以降、適宜大学運営体制の改善を行い、学長の
教育学部附属教育実践総合センター模擬授業室と附属小学校の情報学習室で、 リーダーシップの下、執行部一体の運営及び学内の風通しの良い運営を実行
電子黒板を介した音声動画の双方向通信が可能になった。 する体制を構築した。
９月にはこのシステムを活用した英語の授業が行われるなど、今後の活用 大学の運営方針の形成過程の整理合理化・実質化を目的に、大学の意志決

が期待される。こうした一連の取り組みは、平成26年９月18日に開催された 定プロセスについて見直しを行い、学長・理事・副学長をメンバーとする「大
「第85回国立大学教育実践研究連携センター協議会」で紹介した。 学運営会議」を設置し、大学執行部による集団的かつ実質的な意思形成を行

う体制を整えるとともに、全学と部局の審議サイクルの連続性を改善するた
め、各会議の開催スケジュールの再編を行った。

７）教育関係共同利用拠点に関する取組 また、学長と教職員、学生等とのコミュニケーションを高めるため、執行
部スタッフ（学内コミュニケーション担当）を配置するとともに、学長のリ

① 拠点としての取組や成果 ーダーシップがより発揮できるよう副学長、学長特別補佐等へ適切な権限委
譲等を行った。

広域水圏環境科学教育研究センターは、平成25年８月２日に湖沼関係では
全国初となる教育関係共同利用拠点(拠点名：霞ヶ浦流域の水圏環境科学フィ
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② 業務実施体制の強化 な配分を可能とした。さらに、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位
を組み合わせたものとし、使途の明確化・可視化を図った。

【業務実施体制の強化】
大学執行部の経営・企画立案機能の強化を目的とし「大学戦略 ・IR 室」

を平成26年10月に設置した。AIMSプログラムを含めた国際交流事業を統括す ３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
る組織として、「国際戦略室」を平成27年４月に開設する準備を進め、国際
コーディネーターを採用した。広報室では平成27年４月から体制強化に備え、 【自己点検評価の実施】
メディア業界の勤務経験者を常勤の専門職として採用するなど業務実施体制 本学では、第１期における「業務実績報告書」と同じ構成の「自己点
を大幅に強化した。地方創生推進戦略の企画立案、自治体及び関係外部機関 検評価書」を作成・公表し、第２期６年間の達成目標や進行プロセスに
等との連絡調整、茨城県の「まち・ひと・しごと創生本部」と連携した大学 対して本学独自の評語（S・A・B・F）を付記し、毎年度の取組と根拠資
等コンソーシアムの企画、運営、連絡調整などを行うための「地方創生推進 料を積み上げながら、教育、研究、業務運営等の更なる改善に活用する
室」の新設を平成27年４月より実施することを決定し、その準備を行った。 こととしており、平成26年度においても、自己点検・評価を実施・公表

した。
【学生の声を大学運営等に反映する試み】 また、報告書の各学部版を作成することにより、それぞれの自己評価を行
学生の意見を直接聞く新たな試みとして、「学長と語ろう！」と題した「学 う機会も図られた。

生懇談会」を水戸キャンパスで開催し（12月３日：参加学生、57名）、日立
及び阿見キャンパスからも学生の参加があり、「学修」、「学生生活」、「グロ 【教養教育組織の外部評価実施】
ーバル化」の３つのテーマについて、事前アンケートの結果をもとに、様々 本学の教養教育を担う大学教育センターでは、平成26年８月６日に国立大
な意見交換があり、学生と学長の新たな接点の場が作られた。 学の教養教育担当センター長経験者など教員３名を外部評価委員として、平

成22～26年度の実績について認証評価の基準をベースとして、外部評価を実
施し、適切に運営されているとの評価を得た。

③ 人事制度改革

学長のリーダーシップの下に全学的に教員の人事に関する重要な事項を審 ４）その他業務運営に関する重要事項
議するため、「全学人事委員会」を設置した。また、ガバナンス改革に係る
法改正を踏まえた新たな採用・昇進システムを規則化し、学長が定める全学 ① リスク管理と危機管理
人事方針に基づいて人事を行うこととするとともに、教職員の定数管理を定
員による管理から人件費に基づく管理とする「ポイント制」の導入を決定し、 情報に係るリスク管理及び危機管理への対応強化・情報処理情報利活用の
具体的な検討を促進した。 一元化を目的に全学的委員会として、情報委員会を設置することを決定し、
さらに、教員の流動性の確保や、適正な評価に基づくインセンティブの付 設置準備を行った。

与等を通じた教育研究の活性化に資するため、教員の年俸制を導入した。 情報委員会では、現在の情報セキュリティ委員会を拡充し、情報セキュリ
ティポリシーやインシデント対策を扱う情報セキュリティ専門委員会と、全
学的な視点と情報環境整備の視点から、バーチャル・キャンパス・システム

２） 財務内容の改善 を含めた情報環境整備を行う情報環境整備専門委員会の設置を計画した。
また、平成27年４月から従来のリスク管理・危機管理体制・組織を改革す

【教育研究経費の繰越制度の導入】 るための準備を行うとともに、国のガイドラインの改訂等を踏まえた研究不
各学部等における教育研究活動の円滑的な実施、経費の適正な執行と無駄 正等防止のための体制を整備すべく準備を行った。

の排除を行うため、政府系補助金等における経費の柔軟な繰越制度等を踏ま
え、教育研究経費の繰越制度を試行的に導入した。

３．戦略的・意欲的な計画の取組状況（該当法人のみ）
【戦略的な予算配分】
学長のリーダーシップの下、本学として重点的に取り組むべき事項や、新 該当なし。

たな課題等に対応した柔軟な予算配分を行うため、平成27年度予算編成にお
いては、あらかじめ学長が重点事項を明示し、これに基づき部局等からの予
算要求を受けて予算編成を行った。また、予算を経常経費と重点・戦略的経
費に分け、重点・戦略的経費を学長裁量経費と位置づけることにより、柔軟
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４．「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえた取組状況 委員からの助言・意見等をいただく機会を十分確保する等の改善に取り組ん
だ。

① 茨城大学改革アクション・プログラムによる教育改革・教育研究組織の再 さらに、法改正を踏まえた経営協議会学外委員の増員を平成27年度から実
編・ガバナンス改革の推進 施すべく規定の改定を行った。

９月より新学長の下、新執行部による新体制が組織され、「茨城大学改革
アクション・プログラム」に沿って改革を推進した。 ④ 人事システムの改善・年俸制の導入
本プログラムは、大学改革の柱である教育改革・教育研究組織の再編・ガ

バナンス改革などについて、第３期初期までの大学改革の工程表を示したも 学長のリーダーシップの下に全学的に教員の人事に関する重要な事項を審
のであり、本学HPに公表し、工程・進捗状況等の可視化を図っている。 議するため、「全学人事委員会」を設置した。また、ガバナンス改革に係る
進捗状況については、四半期毎に役員会等へ報告することと規定し、PDCA 法改正を踏まえた新たな採用・昇進システムを規則化し、学長が定める全学

サイクルを機能させている。 人事方針に基づいて人事を行うこととするとともに、教職員の定数管理を定
また、社会・学内等の状況変化及び組織改組等にタイムリーに対応すべく、 員による管理から人件費に基づく管理とする「ポイント制」の導入を決定し、

必要に応じた新規事項の追加も行っている。 その具体案を検討した。
なお、教育研究組織の再編に当たっては、茨城県を始めとする地域社会等 さらに、教員の流動性の確保や、適正な評価に基づくインセンティブの付

のニーズに応えるべく「茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻（教 与等を通じた教育研究の活性化に資するため、教員の年俸制を導入したほか、
職大学院：入学定員15名）」の平成28年４月の設置申請を行うとともに、今 サバティカル制度の見直し・産休育休時の代替教員の措置などについて改善
後の重点施策を踏まえた学内の人的資源等の再配分方針を定め、これに基づ を図り、就業規則改正などを行った。
いて第３期中期目標・中期計画期間末の本学の姿を目標とした「全学改革の また、年俸制によって、国際戦略室に所属する国際コーディネーター及び
基本方針」を平成26年12月に策定し、全ての学部・大学院における教育研究 研究支援活動を行うURAを採用した。
組織の改組・再編について、文部科学省との具体的な折衝等を行っている。

⑤ 国際化推進のための組織改革
② ガバナンス改革

国際化を推進することを目的として、各学部、留学生センター等関係部署
学長のリーダーシップの下、ガバナンス改革を実行するため、学校教育法 と連携して国際関連事業等の企画・実施等統括的業務を担う、「国際戦略室」

及び国立大学法人法等の一部改正並びに文部科学省のガイドライン等を踏ま を平成27年度から設置することを決定した。
え、学内諸規則633規則の総点検及び改正等を行うとともに、規則等の全体を 本室は、学長特別補佐を室長とし、副室長の課長補佐級及び常勤職員、国
よりわかりやすく体系化し、学長の校務に対する最終決定権を担保すること 際コーディネーターを配置する組織体制となる。
及び既存の規則等のほかに今後制定される規則等についても体系化をより推
進するため、規則制定改廃手続等を規定した「規則等の制定改廃に関する規
則」を制定した。また、教授会の位置づけを学内規則上明確にし、審議事項
を具体的に定めたほか、学長選考会議による学長の業績評価の仕組みを整備
した。
管理運営面では、学長のリーダーシップの下で大学運営・改革の具体的方

向性等を議論する大学執行部を構成員とする「大学運営会議」を新設したほ
か、学長直轄の管理運営組織として「大学戦略・IR室」「COC統括機構」「国
際戦略室」「地方創生推進室」の設置に加え「広報室」及び「IT基盤センタ
ー」の体制強化を図った。

③ 経営協議会体制の強化

経営協議会の外部委員には、茨城県副知事を始めとして、県内に所在する
企業、教育界、マスコミ等の代表等に参画いただいているが、このような外
部委員の幅広い経験・視点からの助言を十分にいただくべく、新学長体制以
降、法定審議事項とは別に討議事項を設け、討議時間を十分にとって全外部
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○ 項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
① 組織運営の改善に関する目標

中 ① 法人運営体制及び事務管理体制を効率的に運営する。
期 ② 業務の専門性に合った人材確保・育成を行い、業務運営を改善する。
目 ③ 教育研究組織の運営にあたって、教員資源を有効に活用できるように改善する。
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜法人運営体制の改善＞ 計画施策：役員会・副学長学長補佐会議・副学長学部長会議の関係の見直し Ⅳ
【41】法人組織及び法人運営体制を見直し、運営の改善と効率化 【41-1】ガバナンス改革を踏まえた各種会議の在り方を検討する。
を図る。
施策として以下の取組を実施する。役員会・副学長学長補佐会 計画施策：経営協議会・教育研究評議会の会議運営の改善 Ⅳ

議・副学長学部長会議の関係の見直し、経営協議会・教育研究評 【41-2】ガバナンス改革を踏まえた各種会議の在り方を検討する。
議会の会議運営の改善、理事とその統括組織との関係の見直し、
第３期中期計画検討委員会を組織 計画施策：理事とその統括組織との関係の見直し Ⅳ

【41-3】ガバナンス改革を踏まえた大学執行部と事務組織との関係を検討する。

計画施策：第３期中期計画検討委員会を組織 Ⅲ
【41-4】第３期中期計画検討委員会のもとで、素案の検討を行う。

＜事務管理体制の改善＞ 計画施策：事務局内の事務管理体制の改善
【42】事務管理体制の見直しを行い、効率的に運営できる体制に 【42】ガバナンス改革を踏まえた事務管理体制の在り方を検討する。
改善する。 Ⅳ
施策として以下の取組を実施する。事務局内の事務管理体制の

改善

＜職員登用及び職員の職能化による組織改革＞ 計画施策：教職員人事システムの見直し Ⅳ
【43】教員及び職員の業務の専門性に合った登用を行い、効率的 【43-1】新たな教員人事システムへの対応を準備する。
効果的な運営に生かす。
施策として以下の取組を実施する。教職員人事システムの見直 計画施策：任期制の見直し

し、任期制の見直し、教職員定数管理の見直し 【43-2】（23年度に達成済みのため、24年度以降の年度計画なし）

計画施策：教職員定数管理の見直し
【43-3】ガバナンス改革を踏まえた今後の教職員の定数管理方針について、引き続き Ⅲ
検討する。

【44】採用の工夫や多様な研修を行って、職員の職能化を図る。 計画施策：職員研修方針の改善 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。職員研修方針の改善、専門 【44-1】研修プログラムの点検評価を行い、研修プログラムを改善する。

職の充実
計画施策：専門職の充実 Ⅲ
【44-2】今後の事務系専門職の在り方について検討する。

茨城大学
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【45】男女共同参画事業を推進し、女性教職員を積極的に活用す 計画施策：女性教員の採用促進施策の導入 Ⅲ
る施策を導入する。 【45-1】女性教員採用促進計画にもとづき、採用促進策を実施する。
施策として以下の取組を実施する。女性教員の採用促進施策の

導入、女性教職員支援策の導入 計画施策：女性教職員支援策の導入
【45-2】女性教職員の就業を支援する制度を継続する。制度を点検し、効果を確認す Ⅳ
る。

＜教育研究運営組織の改善＞ 計画施策：学部改組及び研究科改組と関連する教員定数管理の見直し
【46】学部学野制を有効に活用した新たな教員運用方式を導入し 【46-1】全学の大学改革やガバナンス改革を踏まえ、今後の教員定数管理方式を検討 Ⅲ
て、教育研究組織の運営を改善する。 する。
施策として以下の取組を実施する。学部改組及び研究科改組と

関連する教員定数管理の見直し、学部研究科を越えた教育研究で 計画施策：学部研究科を越えた教育研究での教員の有効活用
の教員の有効活用、教員年齢バランスの見直し 【46-2】学士課程又は修士課程の専門教育において、学部又は研究科を越えて教員が Ⅲ

授業を提供し、単位を付与することのできる教育制度を検討する。

計画施策：教員年齢バランスの見直し Ⅲ
【46-3】教員年齢バランスの適正化のための方策を引き続き検討する。

ウェイト小計

茨城大学
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茨城大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
② 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ① 効率的な事務遂行を目指して、事務組織の機能を改善する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜事務機能の改革＞ 計画施策：事務業務実施組織の機能別体系化
【47】大学運営に柔軟に適応した効率的な事務機能の実現を図る。【47】実現可能な業務や緊急に改善すべき業務から順次、機能別体系化を進める。 Ⅳ
施策として以下の取組を実施する。事務業務実施組織の機能別

体系化

＜事務業務の効率化・合理化＞ 計画施策：IT基盤センターの組織と機能の見直し Ⅲ
【48】業務の簡素化とＩＴ化を推進する。 【48-1】IT部門は、事務組織との協力による業務フローの改善を実施する。
施策として以下の取組を実施する。IT基盤センターの組織と機

能の見直し、主要な会議のIT化、事務処理の改善 計画施策：主要な会議のIT化
【48-2】（24年度に達成済みのため、25年度以降の年度計画なし）

計画施策：事務処理の改善 Ⅲ
【48-3】事務処理（業務フロー）の改善を図る。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕 該当なし
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茨城大学

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

１．法人の経営戦略に基づく経費及び人員枠等、資源配分の措置状況 算要求を受けて予算編成を行った。また、予算を経常経費と重点・戦略的経
費に分け、重点・戦略的経費を学長裁量経費と位置づけることにより、柔軟

① 法人の運営体制の改善 、事務管理体制の改善 な配分を可能とした。さらに、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位
（関連年度計画：41-1、41-2、41-3、42、43－1、47） を組み合わせたものとし、使途の明確化・可視化を図った。

【大学運営会議の設置】 このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施
大学の運営方針の形成過程の整理合理化・実質化を目的に、大学の意志決 している、もしくは十分に実施していると考える。

定プロセスについて見直しを行い、学長・理事・副学長をメンバーとする「大
学運営会議」を設置し、大学執行部による集団的かつ実質的な意思形成を行
う体制を整え、併せて各会議の開催スケジュールの再編を行った。 ② 教職員登用及び職員の職能化による組織改革、教育研究運営組織の改善

（関連年度計画 43-1、43-3、46-1、46-2、46-3）
【執行部体制の再構築】
学長のリーダーシップが発揮できるよう、教職員、学生とのコミュニケー 【全学人事委員会の設置】

ションを高めるため、執行部スタッフ（学内コミュニケーション担当）を配 教員の人事に関する重要な事項を審議するため、「全学人事委員会」を設
置するとともに、副学長、学長特別補佐等へ適切な権限委譲等を行い、執行 置した。これにより各学部等の意向を踏まえながら全学的な人事方針を定め
部が一体となった運営体制を再構築した。 るシステムが構築され、学長のリーダーシップの下、今後の人事施策等が迅

速かつ柔軟に対応できるようになった。
【業務実施体制の整備】
大学執行部の経営・企画立案機能の強化を目的とし「大学戦略 ・IR 室」 【人事制度の改革】

を平成26年10月に設置した。AIMSプログラムを含めた国際交流事業を統括す ガバナンス改革に係る法改正に対応し、教員の採用及び昇進についての規
る組織として、「国際戦略室」を平成27年４月に開設する準備を進め、国際 程を見直すとともに、人事の基本的考え方について学長が定める「全学人事
コーディネーターを採用した。広報室では平成27年４月から体制強化に備え、 方針」に基づいて人事を行うことを明確化した。
メディア業界の勤務経験者を常勤の専門職として採用するなど業務実施体制
を大幅に強化した。地方創生推進戦略の企画立案、自治体及び関係外部機関 【人事ポイント制】
等との連絡調整、茨城県の「まち・ひと・しごと創生本部」と連携した大学 大学のミッションに基づき、必要な分野に柔軟に人的資源を配分できるよ
等コンソーシアムの企画、運営、連絡調整などを行うための「地方創生推進 う、教職員の定数管理を定員による管理から人件費に基づく管理とする「ポ
室」の新設を平成27年４月より実施することを決定し、その準備を行った。 イント制」の導入を決定し、その具体案を検討した。

【給与制度改革】
【茨城大学アクション・プログラムの策定】 ・年俸制の導入
教育改革と教育研究組織再編、ガバナンス改革をパッケージにした包括的 教育研究等の業績評価が反映される給与体系を構築し、組織の活性化及び

な改革をスピード感をもって進めるため、多岐にわたる改革の取組・進捗状 多様な人材確保を目的とする年俸制の導入並びに本学の教育研究の特性を踏
況等を全学教職員が共有し、取組に資するようにするとともに、ステークホ まえた年俸制適用教員の業績評価の概要を決定した。これにより、教員の流
ルダーに対して説明責任を果たす観点から、平成26年10月に「茨城大学改革 動性が促進され、教育研究の活性化が期待できる。
アクション・プログラム」を策定した。 なお、平成27年３月１日付けで２名が年俸制の適用者となった。
本アクション・プログラムは、大学運営の基本方針の確立、教育・研究・

社会連携・国際化における機能強化、教育組織改革、運営体制・ガバナンス ・テニュア・トラック制の導入の検討
改革、給与制度改革、長期的運営基盤を確保する財務・施設・事務局改革な 優れた若手教員に経験を積ませ、自立した教員となることができるよう、
ど47項の事項を包括的に対象とし、改革の方向性と工程表及び担当役員・副 テニュア・トラック制導入の検討を行っている。
学長等を定めたものである。
これによって大学改革に包括的に取り組む見取図が示され、本学HPに公表 このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施

することにより、全学的に第３期初期までの取組の見通しを共有できるよう している、もしくは十分に実施していると考える。
になった。

【戦略的な予算配分の実施】 ③ SD研修の実施（関連年度計画：44-1）
学長のリーダーシップの下、本学として重点的に取り組むべき事項や、新

たな課題等に対応した柔軟な予算配分を行うため、平成27年度予算編成にお 事務系職員のSDとして若手職員に対し、大学職員としての力量を高めるた
いては、あらかじめ学長が重点事項を明示し、これに基づき部局等からの予 めに「若手テーマ学習会」を２日間にわたり実施し、採用後２年～10年前後
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の若手職員20名及び係長以上のアドバイザー４名が参加した。 【男女共同参画に関する学長意見交換会の実施】
この学習会は、若手職員に対し、大学職員としての力量を高め、意識向上 本学として「男女共同参画」の取組をより一層進めるための第一歩として、

を図るとともに、課題学習及び合宿を通じて職員間の親睦を深めることを目 平成27年３月10日に男女共同参画をテーマに「学長意見交換会」を開催した。
的として実施され、「経営的思考に立って大学業務に当たるために」と題し 教職員約30名が参加し、現状の課題等活発な意見交換が行われ、今後の大
た課題テーマについて事前の課題レポート作成、プレゼン発表を行い、活発 学運営上有意義な意見交換の場となった。
な意見交換が行われた。
また、アドバイザーにとっては「OJT研修」としての側面を持たせ、自ら 【出産・育児に関する支援策】

の経験を生かして若手職員とコミュニケーションを図り、アドバイザー自身 平成25年度に改正された「育児・介護休業に関する諸規則」に規定する勤
も向上し、事務組織全体のチーム力の向上を図ることも目的としており、若 務時間短縮制度の適用者が２名あり、ワーク・ライフ・バランスの改善に向
手職員の現状及び今後の課題についてアドバイザーからもレポート提出させ けた取組が浸透しつつある。さらに、女性教員の支援強化策として、産前・
るなど、実践的な研修として実施している。 産後休暇及び育児休業取得者の業務を代替できる教員として「任期付教員」

を採用できる制度を新設し、平成27年４月１日に１名が採用された。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して

いると考える。 上記の取組により、本学における職員の男女共同参画の意識が促進され、
女性教職員の就業環境が向上するなど、平成26年度においては、年度計画を
上回って実施している、もしくは十分に実施していると考える。

④ 専門職の充実（関連年度計画：41-3、42、44-2、47）

事務系専門職の在り方を検討し、学内外の分野別の研修等を通じて、専門 ⑥ 事務機能の改革（関連年度計画：47）
的な技術習得のサポートを行うとともに、広報の分野においてメディア業界
の勤務経験者（平成27年４月採用）、また、高度な専門的知識を有する職員 【柔軟なオフィススタイルの推進】
として業務実施機能の強化の方針を策定し、教員の外部研究資金の獲得及び 社会連携センターの事務を所管する社会連携課事務室では、平成26年４月
執行・報告等を支援する目的で、本学独自にURA２名を採用したほか、平成 から、本学初のオフィススタイルである「フリーアドレス」を実施している。
26年度文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」に このオフィススタイルの導入により、①業務内容に応じて座席を変え、ユ
群馬大学、宇都宮大学と共同で申請した『地域特性を活用した「多能工 ニットが作れること、②個人スペースが限られるため、最低限必要な書類で
型」研究支援人材養成拠点』構築事業が採択され、URA３名を採用し、本 業務し、無駄なコピーをせず、また文具類等の共有化が進むことで経費節減
学における研究支援体制の強化に着手した。さらに、国際コーディネーター が図られること、③ペーパーレス会議の推進、④人事異動に伴うオフィスレ
１名を採用し、専門職の担当分野を強化した（URA、国際コーディネーター イアウトの変更が不要、⑤５S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）の実行
ともに平成27年３月採用）。 等が行われ、そのことによって職員やコーディネーター、教員の間で従来に

ない発想が生まれたり、コミュニケーションの向上が図られたりした。また
このような取組を通じて、平成26年度においては、年度計画を上回って実施 それにより丁寧な窓口対応にも活かされる等の効果が現れた。

している、もしくは十分に実施していると考える。 この成果を受けて、大学戦略・IR室においても平成27年３月末から、新し
い事務室でフリーアドレスを採用した。

⑤ 男女共同参画の推進（関連年度計画：45-1、45-2） 【旅費業務の一元化】
各部局ごとに処理されていた旅費業務を一元化するとともに、業務の効率

【男女共同参画推進のための体制強化】 化を図るため、必要な制度改正の検討を行い、決定するとともに、平成27年
大学執行部に新たに女性教員を２名配置し、うち１名を男女共同参画担当 ４月からの運用開始に向けて全学への説明会等を実施した。また、本部に旅

に充て、男女共同参画推進のための体制強化を行った。 費計算室を設置するための準備を行った。
また、本学の男女共同参画を具体化するため「男女共同参画推進基本方針」

の改正を行い、学内の女性比率の向上、女性職員の役職登用の促進、ワーク このような取組を通じて、平成26年度においては、年度計画を上回って実
・ライフ・バランス施策の充実等、取組むべき事項を具体的にわかりやすく 施していると考える。
示した。

【男女共同参画に関する講演会の実施】 ⑦ IT基盤センターの組織と機能の見直し（関連年度計画：48-1）
平成26年７月23日に、水戸キャンパス講堂において、文部科学審議官の板

東久美子氏を講師に迎え「今後の人材育成と男女共同参画」と題した講演会 【全学的な情報委員会の設置準備】
を開催し、教職員や学生のほか、近隣の常磐大学や茨城キリスト教大学の学 大学執行部に情報セキュリティ担当学長特別補佐を配置し、業務関連のIT
長等関係者約200名が参加した。 環境の総点検を行った。その結果、リスク管理と危機管理への対応強化・情

報処理情報利活用の一元化を目的に全学的委員会として、情報委員会を設置
することを決定し、その設置準備を行った。

茨城大学
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情報委員会は、現在の情報セキュリティ委員会を拡充し、情報セキュリテ 【戦略的な予算配分の実施】
ィポリシーやインシデント対策を扱う情報セキュリティ専門委員会と、全学 学長のリーダーシップの下、本学として重点的に取り組むべき事項や、新
的な視点と情報環境整備の視点から、バーチャル・キャンパス・システムを たな課題等に対応した柔軟な予算配分を行うため、平成27年度予算編成にお
含めた情報環境整備を行う情報環境整備専門委員会の設置を計画した。 いては、あらかじめ学長が重点事項を明示し、これに基づき部局等からの予
また、これらを支えるため、IT基盤センターを強化し情報戦略室として機 算要求を受けて予算編成を行った。また、予算を経常経費と重点・戦略的経

能させる計画である。 費に分け、重点・戦略的経費を学長裁量経費と位置づけることにより、柔軟
な配分を可能とした。さらに、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位

【情報システム設備の強化】 を組み合わせたものとし、使途の明確化・可視化を図った。
IT基盤センターでは、これまで建屋内に分散していたサーバーなど情報機

器類を移設してクラウド基盤として活用するため、屋外設置式の「コンテナ 【高度専門職の採用】（関連年度計画：42、44-2、47）
型データセンター」を導入し、平成26年10月から運用を開始した。 高度な専門的知識を有する職員として、平成27年３月にURA（ユニバーシ
本データセンターは、東日本大震災の際に全システムが停止し、５日間に ティ・リサーチ・アドミニストレーター）５名及び国際コーディネーター１

わたって受験生や学生等に情報発信ができず、完全復旧に約１ヵ月を要した 名を採用した。
経験を踏まえ、より耐震性を高め、災害時でもシステムが利用できるように これにより、今後の外部資金の獲得及び研究の活性化、また、本学のさら
強化を図った。 なるグローバル化が期待される。
また、データセンター専用の自家発電設備も設置し、不測の事態に備えて

いる。
② 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか。

このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して
いると考える。 【経営協議会外部委員の活用状況】（関連年度計画：41-2、58）

経営協議会の外部委員には、茨城県副知事を始めとして、県内に所在する
企業、教育界、マスコミ等の代表等に参画いただき、毎回、法定審議事項と

２．共通の観点に係る取組状況 は別に討議事項を設け、経営者等外部委員の幅広い経験・視点からの助言を
いただき、大学運営の改善等に役立てている。

１） 業務運営の改善及び効率化の観点 また、外部委員により活発な助言をいただくことを念頭に、大学の近況等
をパワーポイントを用いて紹介し、さらに本学への理解を深めていただいて

① 戦略的・効果的な資源配分、業務運営の効率化を図っているか。 いる。
新学長体制以降は、さらに討議時間を十分に設け、全外部委員からの助言

【大学戦略・IR室の設置等】（関連年度計画：41-3、42、47） ・意見等をいただく機会を十分確保するとともに、迅速に大学運営に反映す
IR（インスティテューショナル・リサーチ）等に基づく今後の大学運営の る等、改善に取り組んだ。

戦略を機動的に構築するために、学長の直轄組織として、平成26年10月に「大 なお、改善に活用した取組は以下のとおり大学HPにて公表している。
学戦略・IR室」を新設した。
本室は、評価室、総務課大学改革推進室を統合し、IR部門、評価部門、大 【経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況】

学改革部門の３部門を置き、教員、事務職員、URA（ユニバーシティ・リサ （関連年度計画：58）
ーチ・アドミニストレーター）を配置した教員と事務職員等の融合組織とし 経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況に
て構成されている。IR活動から得られた客観的データに基づき、戦略的に大 ついては、審議状況を茨城大学HP「諸会議議事要録」に、運営への活用状況
学運営を支援し、大学評価、大学改革、中期目標等の策定支援などを主要業 を茨城大学HP「経営協議会(学外委員)からの意見を法人運営の改善に活用し
務として活動を開始した。 た取組等」として掲載し公表している。
また、本学として緊急に対応すべき業務を機能的に遂行する観点から、国

際交流事業を統括する組織として、「国際戦略室」を平成27年４月に開設す 【教員業務評価の改善】（関連年度計画：56-1、58）
る準備を進め、国際コーディネーターを採用した。広報室では平成27年４月 平成26年度において、平成24、25年度の２年間の教員業務評価を実施すべ
から体制強化に備え、メディア業界の勤務経験者を常勤の専門職として採用 く、各学部で教員業務評価を実施した。
するなど業務実施体制を大幅に強化した。地方創生推進戦略の企画立案、自 その際、昨年度実施した教員業務評価に関する外部評価での意見等を踏ま
治体及び関係外部機関等との連絡調整、茨城県の「まち・ひと・しごと創生 え、作業の簡素化を図るため、各教員の自己点検評価書提出等をWEBシステ
本部」と連携した大学等コンソーシアムの企画、運営、連絡調整などを行う ム上で提出できるシステムを構築した。これにより、教員の作業負担が軽減
ための「地方創生推進室」の新設を平成27年４月より実施することを決定し、 されたほか、未提出者の確認も容易にできるようになり、効率的に教員業務
その準備を行った。 評価を実施できるようになった。

また、年俸制の導入にあたって、本学の教育研究の特性を生かしつつ、教
員のモチベーションの向上等を図る観点から業績評価の方法を検討し、その
概要を決定した。

茨城大学
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【業務監査の充実】（関連年度計画：59）
監事監査においては、これまでも定期監査、臨時監査を実施してきたが、

平成26年度は監事の権限が強化されたことに伴い、重点項目を定め大学業務
全般にわたり監査を行うとともに、監査報告についても、定期監査、臨時監
査とも詳細な内容のものとした。

また、臨時監査において、本学のサバティカル制度の運用改善が求められ
たところ、速やかに適正な運用への検討及び諸規則等の改正が行われ、平成
27年度から適正に運用されることとなった。さらに、旅費の一部負担など予
算面からも制度運用の担保がなされた。

内部監査室では、平成26年度は、国立大学法人評価委員会から「研究費の
不適切な経理があったこと」等の指摘があったことから、定期監査実施に際
し、不正防止計画推進本部との事前打合せを密に行い、物品及び役務等の発
注・検査体制等に関する「重点項目」を設定するとともに、「監査員心得」
「監査実施要領」の更新と監査員事前説明会等を開催し、「監査員の心得、
守秘義務等の注意事項及び監査技法等」の周知を徹底した。さらに、寄附金
の適正な経理に関する調査に加え、検収業務、旅費業務及び換金性の高い消
耗品等の物品管理業務を特別監査項目として監査を実施した。また、新任教
職員研修会や科学研究費学内説明会、コンプライアンス研修等の機会を捉え
て、「公的研究費の使用ルール」等の説明を行うなど適正な会計経理の徹底
に努めた。

内部監査室監査及び外部監査の結果等については、副学長・学長補佐会議
及び教育研究評議会において役員等に定期報告し、改善に活用した。また、
個々の部局を対象とした監査結果についても、広く学内に情報を提供するこ
とにより、リスクの共有を図り、改善につなげた。

３．従前の業務実績の評価結果についての対応状況

平成25年度の指摘事項はなかった。

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ① 外部資金等の自己収入を増やす。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜外部資金による自己収入の増加＞ 計画施策：外部資金獲得増
【49】外部研究資金の獲得に組織的に取り組み、自己収入を増や 【49】第２期中期目標・中期計画期間中の外部資金の獲得状況を調査し、外部資金の Ⅲ
す。 獲得を促進する取り組みを引き続き行う。
施策として以下の取組を実施する。外部資金獲得増

ウェイト小計

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

中 ① 「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、第２期期間中に人件費の削減を行う。
期 ② 管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行する
目 ③ 財政運営の基本計画を作成し、運営経費を適正かつ効率的に配分し執行する。
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜人件費改革＞ 計画施策：「総人件費改革」の趣旨を踏まえた人件費削減
【50】「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、平成２３年度までの人 【50】（23年度に達成済みのため、24年度以降の年度計画なし）
件費削減を行う。
施策として以下の取組を実施する。「総人件費改革」の趣旨を

踏まえた人件費削減

＜経費節減＞ 計画施策：管理経費の節減・合理化
【51】管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行し 【51-1】方針にしたがって、管理経費の節減・合理化に努める。 Ⅲ
ながら、低炭素活動を実践する。
施策として以下の取組を実施する。管理経費の節減・合理化、

省エネルギー対策の強化、低炭素活動の実践 計画施策：省エネルギー対策の強化 Ⅲ
【51-2】第２期省エネルギー対策計画をもとに、順次、省エネルギー対策に取組む。

計画施策：低炭素活動の実践 Ⅲ
【51-3】低炭素活動実践計画にしたがって、取組を継続する。

＜計画的財政運営＞ 計画施策：第２期財政運営基本計画の遂行と毎年度見直し
【52】第２期財政運営の基本計画を毎年度見直し、第２期中の計 【52】第２期財政運営基本計画を遂行するとともに、毎年度見直し、改善を図って、
画的財政運営を図る。 次年度計画に反映する。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。第２期財政運営基本計画の

遂行と毎年度見直し

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ① 財務状況を的確に把握し、資産を適正に保つ。
期 ② 資産の効率的・効果的な運用を図る。
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜財務状況の管理と改善＞ 計画施策：決算ヒアリングと財務分析の活用
【53】財務諸表と収入支出予算と決算を分析し、学内資源配分の 【53-1】前事業年度の財務諸表を分析し、予算と決算の乖離が著しい場合などに随時 Ⅲ
改善を図る。 決算ヒアリング・調査を行い、改善を図るとともに、計画的な財務状況を維持し、分
施策として以下の取組を実施する。決算ヒアリングと財務分析 析結果を翌事業年度の予算編成に反映させる。

の活用、政策配分経費事業の評価による見直し、政策的予算配分
編成方針の策定 計画施策：政策配分経費事業の評価による見直し

【53-2】前年度の政策配分経費事業を評価し、当該年度及び次年度の事業計画に生か Ⅲ
す。

計画施策：政策的予算配分編成方針の策定 Ⅳ
【53-3】政策的、戦略的な予算配分方針を策定し、予算編成を行う。

＜計画的予算執行＞ 計画施策：正確な年度人件費計上 Ⅲ
【54】予備費等の計上により適切に予算を運用し、目的積立金を 【54-1】予算編成時点で正確な年度人件費を計上し、適正な財務運営を行う。
積極的に活用する。
施策として以下の取組を実施する。正確な年度人件費計上、中 計画施策：中間決算の実施 Ⅲ

間決算の実施、目的積立金活用方針策定 【54-2】中間決算を執行し、財務執行状況を的確に把握する。

計画施策：目的積立金活用方針策定 Ⅲ
【54-3】目的積立金の活用年次方針にしたがって、目的積立金を活用する。

＜保有資産の運用改善＞ 計画施策：土地と建物の利用頻度調査及び利用価値の評価
【55】保有資産の運用を効率的に行う。 【55-1】毎年度、土地と建物の利用頻度調査及び利用価値の評価を行い、効率的・効 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。土地と建物の利用頻度調査 果的な運用を進める。

及び利用価値の評価、資金の適切な運用とその有効活用
計画施策：資金の適切な運用とその有効活用
【55-2】毎年度、年間資金の流れを予測し、資金の適切な運用と有効活用を図る。 Ⅲ

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕 該当なし

茨城大学
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(2) 財務内容の改善に関する特記事項

１．経費の節減、自己収入の増加、資金の運用に向けた取組状況 ③ 外部資金の獲得（関連年度計画：49）

① 経費節減に関する取組（関連年度計画：51-1） 【COC事業の採択】
文部科学省の平成26年度「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」で

経費の節減については、第１期からの経費節減推進本部での活動を継続し、 は、237件の申請中25件が採択されたが、茨城県では本学の申請が唯一の採
経費節減対策の実行に努め、平成26年度は新たに次のような取り組みを行っ 択となった。事業名は、「茨城と向き合い、地域の未来づくりに参画できる
た。 人材の育成事業」であり、目標は、地域を拠点に県外と世界に誇れる開かれ

た茨城の創造である。
【県内機関との共同購入】 また、12月５日には「COC事業キックオフシンポジウム」を開催し、市民、
茨城県内機関で実施している共同調達について、協定参加機関が６機関か 自治体関係者等150名を超える参加者があった。

ら７機関（（独）教員研修センター）に増加し、よりスケールメリットを活
かせることとなった。 【科学技術人材育成費補助事業への参画】
なお、平成26年度は消耗品等の共同購入を実施した結果、5,413千円の削 文部科学省科学技術人材育成費補助事業「科学技術人材コンソーシアムの

減効果があった。 構築事業」（研究支援人材育成プログラム）に、群馬大学、宇都宮大学と３
大学共同で申請し、採択された。本事業は、研究プロジェクトの企画立案か

【リバースオークションの実施】 ら成果の創出まで一貫して関わり、イノベーションの創出に寄与できる研究
平成26年度は、リバースオークションの試行を実施した結果、実施件数は 支援人材の育成を行うこととしている。

176件、4,857千円の経費削減効果を得て、平成27年度の本格稼働に向けて順 本学では、平成27年３月から他経費（学長リーダーシップ経費）と併せて
調に推移した。 合計５名のURA（ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター）を採

用した。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して

いると考える。 【科研費等外部研究資金の獲得状況】
平成26年度科研費の採択実績は、229件、5億1,349万円であり、平成25年

度の実績（250件、5億2,764万円）を若干下回った。
② 政策配分経費事業の評価による見直し（関連年度計画：53-2） 一方で平成26年度の共同研究、受託研究、奨学寄附金等の外部資金は、獲

得額が合計9億2,339万円であり、平成25年度の8億7,956万円を上回る成果が
【教育改革推進経費の活用】 あり、研究に係る外部資金獲得額全体としては、前年度を上回った。
平成26年度の政策配分経費（教育改革推進経費）の配分について、教育改

革に関する調査及び緊急の案件に対応するための予備費（1,000千円）を確 【その他寄附金等の状況】
保し、キャリアセンター設置に向けた情報収集のための調査旅費、留学支援 平成26年度において、本学学生の保護者を中心に組織された教育研究助成
のための総合科目を開講経費に充当した。 会から、10,811千円の寄附金を得た。支援いただいた寄附金は学生の課外活
また、総合英語受講生に必修化としたTOEICテスト受験費用について、教 動や就職活動等の支援に活用している。

育改革推進会議で審査の上配分した。 茨城大学社会連携事業会は、平成26年度において地域企業やOB・OG、教職
員など学内外の方から、9,162千円の寄附金を得た。支援いただいた寄附金

【重点研究プロジェクト・推進研究プロジェクトの活用】 は本学の地域連携活動に活用している。
研究企画推進会議は、平成25年度の政策配分経費を措置した茨城大学重点

研究及び推進研究プロジェクトについて、平成26年度の事業計画に生かすこ このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施し
とを目的として、研究代表者に対して平成25年度学術推進経費活用報告書（自 ていると考える。
己評価）の提出を求め、プロジェクトの進捗状況等を点検した。
なお、推進研究プロジェクトへの研究費支援の決定にあたっては、平成25

年度学術推進経費活用報告書（自己評価）及び平成26年度推進研究プロジェ ④ 政策的予算配分編成方針の策定（関連年度計画：53-3）
クト研究計画書の評価結果を反映させた。

平成27年度予算編成に当たって、「平成27年度茨城大学予算編成方針」に
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して 基づき、学長のリーダーシップの発揮、重点的・戦略的に行う取組への予算
いると考える。 配分、経費の適正な執行と無駄の排除等を目的に、支出予算科目を見直し、

予算を可視化するなどの改善を図った。具体的には、予算の積算を、経常経
費と重点・戦略的経費に分け、重点・戦略的経費については原則として学長
裁量経費に位置付けた。

茨城大学
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また、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位を組み合わせたものとし、 【財務情報に基づく財務分析結果の活用状況】（関連年度計画：53-1）
学部等をはじめとする予算の使途の明確化・可視化を図った。 平成25事業年度の財務諸表を分析し、分析結果を平成26事業年度の予算編

成に反映させた。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施し

ていると考える。 【外部資金の獲得状況】（関連年度計画：49）
全学的な取組に係る新たな２件の国の補助金を獲得したほか、全体として

前年を上回る外部研究資金を獲得するなど、外部資金の獲得に成果を上げて
⑤ 教育研究経費の繰越（試行）（関連年度計画：53-3） いる。

各学部等における教育研究活動の円滑的な実施、経費の適正な執行と無駄
の排除を行うため、政府系補助金等における経費の柔軟な繰越制度等を踏ま ３．従前の業務実績の評価結果についての対応状況
え、教育研究経費の繰越制度を導入した。

平成25年度の指摘事項はなかった。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施し

ていると考える。

２．共通の観点に係る取組状況

１）財務内容の改善の観点

① 財務内容の改善・充実が図られているか。

【政策的予算配分編成方針の策定】（関連年度計画：53-3）
平成27年度予算編成に当たって、「平成27年度茨城大学予算編成方針」に

基づき、学長のリーダーシップの発揮、重点的・戦略的に行う取組への予算
配分、経費の適正な執行と無駄の排除等を目的に、支出予算科目を見直し、
予算を可視化するなどの改善を図った。具体的には、予算の積算を、経常経
費と重点・戦略的経費に分け、重点・戦略的経費については原則として学長
裁量経費に位置付けた。
また、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位を組み合わせたものと

し、学部等をはじめとする予算の使途の明確化・可視化を図った。

【教育研究経費の繰越（試行）】（関連年度計画：53-3）
各学部等における教育研究活動の円滑的な実施、経費の適正な執行と無駄

の排除を行うため、政府系補助金等における経費の柔軟な繰越制度等を踏ま
え、教育研究経費の繰越制度を導入した。

【正確な年度人件費の計上】（関連年度計画：54-1）
平成25年度予算から、予算積算上の人件費計上から実際の人員雇用計画に

基づく人件費積算に移行しており、平成26年度も可能な限り最新の人事計画
に基づき算出している。
また、人事院勧告を踏まえて、所要額の見直し及び実績を検証し、適正な

財務運営を行っている。

【資金の運用に向けた取組状況及びその運用益の活用状況】
（関連年度計画：55-2）

資金の運用については、「平成26年度資金運用計画」に基づき、一般財源
を定期預金により運用し、運用益（預金利息）408,145円、寄附金財源を金
銭信託により運用し、運用益（預金利息）243,615円を得た。

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
① 評価の充実に関する目標

中 ① 教職員の業務評価を実施し、外部意見を聴取して、運営の改善に生かす。
期 ② 監査機能を充実し、運営の改善に生かす。
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜教職員評価の改善と充実＞ 計画施策：教員業務評価の改善
【56】教員業務評価を隔年、事務系職員評価を毎年実施し、運営 【56-1】外部評価の結果を踏まえ、教員業務評価を実施する。 Ⅲ
の改善に生かす。
施策として以下の取組を実施する。教員業務評価の改善、職員

勤務評価の改善、評価データベースの拡充 計画施策：職員勤務評価の改善 Ⅲ
【56-2】毎年度の職員勤務評価を適切に実施する。評価方法を見直し、改善を図る。

計画施策：評価データベースの拡充
【56-3】教員業務評価及び職員勤務評価のための基礎データを毎年確実に確保し、評 Ⅲ
価データベースとして構築して保存する。

＜第三者外部評価の実施＞ 計画施策：教育研究のセクター毎に第三者外部評価を実施、各種評価スケジュールの
【57】大学の教養教育、大学院教育、研究について第三者外部評 策定
価を実施する。 【57】これまでの評価結果を踏まえ、改善を図る。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。教育研究のセクター毎に第

三者外部評価を実施、各種評価スケジュールの策定

【58】経営協議会の学外委員や茨城大学同窓会連合会等の社会の 計画施策：ステークホルダーによる評価を実施
各方面から意見等を聴取し、大学運営の改善に資する。 【58】茨城大学同窓会連合会や、社会連携事業会の学外委員などの学外のステークホ Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。ステークホルダーによる評 ルダーから大学の諸活動について意見聴取を行う。

価を実施

＜監査機能の充実と改善への反映＞ 計画施策：監査機能の充実、監査結果による改善
【59】監査機能を充実し、運営の改善に資する取組を行い、監査 【59】監査機能を充実させ、監査結果を改善に生かす仕組みを活用して、効果的な監
を活用する。 査を実施する。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。監査機能の充実、監査結果

による改善

ウェイト小計

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

中 ① 広報及び情報収集体制を再整備し、積極的に広報事業を展開する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜広報及び情報収集体制の構築＞ 計画施策：広報及び情報収集体制の確立、広報及び情報収集担当組織の整備
【60】全学の広報及び情報収集体制を再構築し、効果的な情報発 【60】広報体制および情報収集体制の点検を行い、必要な改善を図る。
信を行う。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。広報及び情報収集体制の確

立、広報及び情報収集担当組織の整備

＜広報事業の推進＞ 計画施策：学内外への各広報事業の推進と効果的広報の実施
【61】広報事業を充実して推進する。 【61】広報事業の効果（評判、認知度等）について確認し、必要な改善を図る。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。学内外への各広報事業の推

進と効果的広報の実施

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕 該当なし

茨城大学
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(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

１．中期計画・年度計画の進捗状況管理、自己点検・評価の着実な取組及びその 【業務監査の充実】
結果の法人運営への活用状況 監事監査においては、これまでも定期監査、臨時監査を実施してきたが、

平成26年度は監事の権限が強化されたことに伴い、重点項目を定め大学業
① 法人評価・認証評価に関する取組状況（関連年度計画：41-4、57） 務全般にわたり監査を行うとともに、監査報告についても、定期監査、臨

時監査とも詳細な内容のものとした。
【大学機関別認証評価に関する取組】
平成27年度の大学評価・学位授与機構による機関別認証評価受審に向けて また、臨時監査において、本学のサバティカル制度の運用改善を求めた

各学部から選出された教員等によるワーキング・グループ（WG）を立ち上げ、 ところ、速やかに適正な運用への検討及び諸規則等の改正が行われ、平成2
準備を進めた。実施に当たっては、各学部版の報告書作成を先行し、それを 7年度から適正に運用されることとなった。さらに、旅費の一部負担など予
もとに全学の報告書を作成する手順で進めた。 算面からも制度運用の担保がなされた。

【第３期中期目標・中期計画素案作成への取組】 内部監査室では、平成26年度は、国立大学法人評価委員会から「研究費
総合計画委員会の下に「中期目標素案策定WG」を設置し、第３期中期目標 の不適切な経理があったこと」等の指摘があったことから、定期監査実施

・中期計画策定の検討を行うこととした。 に際し、不正防止計画推進本部との事前打合せを密に行い、物品及び役務
またWGメンバーには、各学部の評議員クラスの教員及び理事（総務・財務 等の発注・検査体制等に関する「重点項目」を設定するとともに、「監査

担当）、４事務部の部長のほか、新学長が指名した執行部スタッフ１名（大 員心得」「監査実施要領」の更新と監査員事前説明会等を開催し、「監査員
学評価担当）も構成員となった。 の心得、守秘義務等の注意事項及び監査技法等」の周知を徹底した。さら

に、寄附金の適正な経理に関する調査に加え、検収業務、旅費業務及び換
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して 金性の高い消耗品等の物品管理業務を特別監査項目として監査を実施した。

いると考える。 また、新任教職員研修会や科学研究費学内説明会、コンプライアンス研
修等の機会を捉えて、「公的研究費の使用ルール」等の説明を行うなど適
正な会計経理の徹底に努めた。

② 教育研究のセクター毎の第三者外部評価の実施（関連年度計画：5-2、57）
内部監査室監査及び外部監査の結果等については、副学長・学長補佐会

【認証評価受審に関連した各学部等の取組】 議及び教育研究評議会において役員等に定期報告し、改善に活用した。ま
平成27年度に本学が認証評価を受審することに伴い、各学部及び大学教育 た、個々の部局を対象とした監査結果についても、広く学内に情報を提供

センターにて自己点検評価書を作成した。また、平成26年10月１日には「第 することにより、リスクの共有を図り、改善につなげた。
２期認証評価に向けた現状評価と課題」と題したFDを開催し、平成25年度の
外部評価から得られた成果と課題について、実施部局から報告を行うととも このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施し
に、認証評価の受審に向けた課題を全教職員で共有した。 ていると考える。

【工学部におけるJABEE認定】
工学部では、全８学科中４学科（機械工学科、電気電子工学科、都市シス ④ ステークホルダーからの意見聴取（関連年度計画：58、60、61）

テム工学科、知能システム工学科）でJABEEプログラムの認定を受けているが、
平成26年度はさらに１学科（マテリアル工学科）が実地審査を受審・認定さ 【ホームカミングデーの開催】
れ５学科となった。 全学企画としては初めての「ホームカミングデー」を開催した。これは
さらに、平成27年度の受審に向けて３学科（生体分子機能工学科、メディ 平成26年10月に開催された茨城大学同窓会連合会総会において学園祭当日

ア通信工学科、情報工学科）が審査用資料の整備を進めている。 の開催が要望されたことをきっかけに企画され、平成26年度は同窓会連合
以上のとおり、工学部全８学科でJABEEプログラムの認定を受ける計画であ 会協力のもと“トライアル”として実施した。参加者からは、大学として

る。 の研究成果の積極的な公開や社会への還元、地域創成など自治体がもつ課
題への大学としての役割の実践、地域と学生の連携事業活動の永続的な展

このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して 開や、そういった事業に積極的に取り組む学生の育成及び輩出など、様々
いると考える。 な要望や期待が寄せられた。また、次回「ホームカミングデー」について、

設立10周年を迎える同窓会連合会とも連携して開催することが確認され
た。

③ 監査結果を改善に活かす仕組み（関連年度計画：59）

茨城大学
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【広報強化に関する外部評価の実施】 捗管理を行っている。また、工程表には、担当理事、責任課長、責任事務
平成27年３月10日に広報活動の状況及び広報室の体制について外部からの意 長等を割り当て、関係委員会等を通じて、計画の進行管理を行っている。

見をいただき、今後の広報活動に生かすため、広報に関する懇談会を開催した。
本学の教育研究助成会、茨城放送、県内高校校長、水戸市内の広告会社の４名 年度計画の実施状況は、第１期目から構築したWebサイトの「茨城大学・
の学外有識者から茨城大学の広報に関わる意見を聴取し、大学広報の中期計画 中期計画進行管理システムhttps://db.ibaraki.ac.jp/ir/msds/index.php」
及び年度計画についての点検・評価を行った。 を活用し、各学部等の担当者が、計画の内容、実施記録、根拠資料、活動
当日は①教育的な視点、②キャンパスの雰囲気、③広報の戦略、④地域との 内容のまとめ、担当者評価、責任者評価を記載している。

関わり、の４つの視点から、広報体制の見直し等本学の広報活動について大変 自己点検・評価については、第１期における「業務実績報告書」と同じ
有意義な提言をいただいた。 構成の「自己点検評価書」を作成・公表し、第２期６年間の達成目標や進

行プロセスに対して本学独自の評語（S・A・B・F）を付記し、毎年度の取
【企業経営者等からの意見聴取】 組と根拠資料を積み上げながら、教育、研究、業務運営等の更なる改善に
学外からの意見を大学運営に活用する新たな試みとして、平成26年度に地元 活用するとともに、これを国立大学法人評価委員会の評価等の基礎資料と

企業への訪問調査を行った。 することとしている。
上記調査では社会連携担当理事、大学戦略・IR担当副学長を筆頭に県庁など 具体的には、上記Webサイトへの書き込みを通じ、中間評価として９月末

も含め26社訪問し、本学のCOC事業や大学改革構想などの現況を紹介し、地域 現在の取組状況を10月末までに、「特色ある取組」と共に報告することに
の未来づくりに参画できる人材育成、地域で活躍できる学生の育成について意 している。この報告に基づき、11月～12月にかけて、理事等が出席する「評
見交換を行い、その意見を大学改革に反映させた。 価ヒアリング」において、担当部局等と意見交換を行い、取組の改善等に

活かしている。また、暫定評価として１月末現在の取組状況を２月中旬ま
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施してい でに「特色ある取組」と共に報告、確定評価として３月末現在の取組状況

ると考える。 を４月中旬までに「特色ある取組」と共に報告し、大学戦略・IR室におい
て「業務の実績に関する自己点検評価書」として取りまとめ、教育・業務
評価会議、学術・教員評価会議、総合計画委員会において審議することと

⑤ 広報及び情報収集体制の構築（関連年度計画：42、60） している。

社会連携センター・入学センター等とも連動しながら対外的な広報活動を 【点検評価結果の法人運営への活用状況】（関連年度計画：57）
強化するとともに、学内コミュニケーションを円滑化する観点から学内広報 大学教育センターでは、平成25年度の外部評価から得られた成果と課題
の改善に取り組むアクション・プログラムの下、広報体制の強化を図った。 を実施部局から報告し、平成27年度の全学の第２期認証評価に向けた現状
昨年度まで兼務者のみで構成されていた広報室について、課長級の職員を と課題を全教職員で認識を共有することを目的とした「大学教育FD」の開

直接配置し、また、メディア業界の勤務経験者を常勤の専門職として採用し、 催を企画した。平成26年10月に「第２期認証評価に向けた現状と課題」と
広報室専属の常勤職員を３名配置することを決定し、体制の強化を図った。 題した大学教育FDを実施し、バーチャル・キャンパス・システムでの参加

を含め、82名の教職員の参加者があった。平成25年度の外部評価から得ら
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施して れた成果と課題を実施部局からの報告をもとに、平成27年度第２期認証評

いる、もしくは十分に実施していると考える。 価に向けた課題を全教職員で共有するとともに、その解決に向けた方向性
を探り、改善点の具体化を検証している。

２．共通の観点に係る取組状況 留学生センターでは、平成23年度と平成25年度の２回にわたって実施し
たアンケートの結果に基づき、クラスの見直しやカリキュラムについて改

１）自己点検・評価及び情報提供の観点 善成果及び課題を検討した。具体的には、①前期に学術日本語基礎Ａ(総
合)、後期に学術日本語基礎Ｂ(漢字)の順に、②前期に学術日本語（レポー

① 中期計画・年度計画の進捗管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結 ト作成）、後期に学術日本語（口頭発表）の順にそれぞれ履修できるよう
果の法人運営への活用が図られているか。 改善した。

【第２期中期目標・中期計画の対応に関する仕組み】 五浦美術文化研究所では、東日本大震災を踏まえ、外部評価で指摘され
（関連年度計画：56-1、56-3） ていた防災対策の一環で、平成26年10月に新たな津波対策のための避難路

第２期中期目標・中期計画については、学長が委員長を務める「総合計画 を敷設した。さらに、地域の自治体等との防災対策連携の一環として、災
委員会」が策定し、同時に６年間の工程表を提示した。 害発生時の避難場所等について確認を行った。また、平成27年３月にはラ
各学部、研究科、センター、事務部等は、この工程表に基づき、中期計画 イブカメラを設置した。これにより、六角堂の常時監視が可能となり、遠

・年度計画の進捗状況の管理を行っている。教育、業務運営の改善等の年度 隔地にある水戸地区からも適宜現地の状況を確認することが可能となった。
計画については、「教育・業務評価会議」の各会議員が中心となり、研究の 今後は施設のPRとサービス提供の一環として、HPを通じて学外に広く発
年度計画については、「学術・教員評価会議」の各会議員が中心となり、進 信する。

茨城大学
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② 情報公開の促進が図られているか。

【情報発信に向けた取組状況】（関連年度計画：61）

・本学は、「地域に支えられ、地域に頼りにされる大学」として、一般の方
々へ茨城大学の情報をわかりやすく提供するために、水戸キャンパス図書館
に平成26年４月に「インフォメーションラウンジ」を設置した。ここでは、
本学の歩みや現在のトピックなど各種情報の提供、地域の人々への教育研究
成果の公開等を行っている。

・大学広報の更なる強化、充実を図ることを目的に、平成27年２月27日に株
式会社電通デジタル・ビジネス局次長の植村祐嗣氏を講師として招き、大学
執行部、各学部長、広報担当者を対象とした勉強会を開催した。大学の発信
する情報は「伝える」ことより「伝わること」を目的に、多様なステークホ
ルダーごとに発信することが重要だという説明があり、本学の今後の広報活
動を見直す重要な機会となった。

・学園祭開催日（平成26年11月15日）に、茨城県を放送対象地域とするAMラ
ジオ（IBS茨城放送）を利用したラジオ広報番組「茨城大学1DAY STUDIO ～
茨苑祭 DE 土曜王国 (サタデーキングダム)」を５時間にわたり生放送した。
この放送は、本学インフォメーションラウンジを使用した公開生放送で行

われ、Ustreamによるライブ配信も行った。番組では、茨城大学学生国際会議、
卒業生ホームカミングデー、人文学部市民共創教育研究センターシンポジウ
ムの開催などの広報CMが流れ、高橋修図書館長によるリニューアルした図書
館、地域住民を対象とした「図書館土曜アカデミー」、Ｊリーグの水戸ホー
リーホックとの連携の紹介、内田聡学長特別補佐（COC統括機構副機構長）に
よるCOC事業の紹介、米倉達広副学長・広報室長による茨城大学の紹介、地域
連携の取組の紹介が放送されたほか、学園祭の様子やサークルの紹介などが
放送された。

【平成23年4月からの「教育研究活動等の状況」公開に向けた取組】
（関連年度計画：60）

平成23年４月１日以降、法令に基づき義務化されている事項はすべて大学H
Pにて公表している。また、独立行政法人大学評価・学位授与機構が平成27年
３月から公表を始めた「大学ポートレート」に参加し教育情報の公表に努め
ている。

３．従前の業務実績の評価結果についての対応状況

平成25年度の指摘事項はなかった。

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ① キャンパスマスタープランと設備マスタープランに基づき、施設設備を整備し、効率的に活用する。
期 ② 省エネルギー化や地球温暖化対策等の環境保全に寄与する活動に取組む。
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜施設の整備と活用＞ 計画施策：施設マネジメントと施設点検評価 Ⅱ
【62】キャンパスマスタープランに基づき、各キャンパスの特色 【62-1】総合的な施設マネジメントを実施する。
施策として以下の取組を実施する。施設マネジメントと施設点

検評価、施設・環境の計画的整備、図書館整備、施設の共用化推 計画施策：施設・環境の計画的整備
進、学生用施設の整備 【62-2】改修計画にしたがって、計画の進捗をみながら、施設・環境を整備する。第 Ⅲ

３期キャンパスマスタープランの策定を始める。

計画施策：図書館整備 Ⅳ
【62-3】新たに整備された図書館の利活用を推進する。

計画施策：施設の共用化推進
【62-4】施設共用化の具体的指針にもとづいて、継続的に施設の共用化を進める。共 Ⅲ
用化の成果を点検し、整備計画に反映する。

計画施策：学生用施設の整備
【62-5】学生用施設整備の具体的指針にもとづいて、継続的に整備を進める。整備の Ⅲ
成果を点検し、整備計画に反映する。

＜設備の整備と活用＞ 計画施策：設備の計画的整備
【63】設備マスタープランに基づき、教育および研究設備を計画 【63-1】設備マスタープラン及び整備指針にしたがって、計画的に整備し、設備を効 Ⅲ
的に整備し、活用する。 率的に活用する。継続的に予算措置を行う。
施策として以下の取組を実施する。設備の計画的整備、設備の

共用化 計画施策：設備の共用化
【63-2】研究設備については、共用化を推進する取組を行う。 Ⅲ

＜環境方針の推進＞ 計画施策：環境方針の周知と推進
【64】「茨城大学環境方針」を推進するよう、環境に配慮した活 【64-1】年次計画にしたがって、環境方針周知キャンペーンと推進取組を実施する。 Ⅲ
動を進める。 環境報告書にもとづき、取組の効果を確認する。

施策として以下の取組を実施する。環境方針の周知と推進、エ
ネルギーのグリーン化、低炭素活動の実践 計画施策：エネルギーのグリーン化

【64-2】エネルギーのグリーン化計画及び取組方針にしたがって、エネルギーのグリ Ⅲ
ーン化を継続する。

茨城大学
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計画施策：低炭素活動の実践
【64-3】大学全体、学部、事務局、附属学校園の単位で、実践計画と取組方針にした Ⅲ
がって、低炭素活動を実践する。取組の効果を確認する。

ウェイト小計

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 ① 危機管理と情報セキュリティの確保に努めて、安全安心なキャンパス環境を維持する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜適切な危機管理＞ 計画施策：危機管理マニュアルの見直しと管理体制の改善 Ⅲ
【65】危機管理体制を改善しつつ、適切に危機管理を行う。 【65-1】必要に応じて危機管理マニュアルの見直しと管理体制の改善を継続して行う。
施策として以下の取組を実施する。危機管理マニュアルの見直

しと管理体制の改善、事業場安全管理体制の改善 計画施策：事業場安全管理体制の改善 Ⅲ
【65-2】全学の安全管理体制の点検を行い、必要な改善を行う。

＜情報セキュリティの維持＞ 計画施策：情報セキュリティ体制の計画的点検、情報セキュリティレベルの向上
【66】情報セキュリティを点検し、管理体制を見直す。 【66】情報セキュリティレベルの向上のために教育等の具体的な取組を行う。 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。情報セキュリティ体制の計

画的点検、情報セキュリティレベルの向上

＜安全と衛生の確保＞ 計画施策：感染症対策の推進 Ⅲ
【67】キャンパスの安全と衛生を改善する。 【67-1】各種感染症に迅速に対応できる体制を維持し、対策を推進する。
施策として以下の取組を実施する。感染症対策の推進、健康管

理の推進、学内交通安全及び防犯の向上 計画施策：健康管理の推進
【67-2】第２期健康管理計画にもとづいて、学生・教職員の健康管理と維持の取組を Ⅲ
行う。

計画施策：学内交通安全及び防犯の向上
【67-3】水戸・日立・阿見・附属学校園の各キャンパスの防犯計画、交通安全維持体 Ⅲ
制、防犯体制等を点検し安全安心なキャンパスを維持する。

ウェイト小計

茨城大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
③ 法令遵守に関する目標

中 ① 関係法令を遵守し、国民及び地域から信頼される大学となる。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

＜法令遵守体制＞ 計画施策：法令遵守体制の確立 Ⅲ
【68】法令遵守に係る周知や研修等を通じて、学生・教職員のコ 【68-1】法令遵守等による、組織的なコンプライアンスに関する取組を継続する。
ンプライアンス意識の向上を図る。
施策として以下の取組を実施する。法令遵守体制の確立、コン 計画施策：コンプライアンス研修等の実施

プライアンス研修等の実施 【68-2】実効性のあるコンプライアンス研修等を実施する。 Ⅲ

【69】監事及び内部監査部門の連携を図るとともに、会計監査人 計画施策：公的経費の不正使用防止
の意見を踏まえて不正防止を徹底する。 【69】監事、内部監査および会計監査人監査を適正に実施し、公的経費の不正使用防 Ⅲ
施策として以下の取組を実施する。公的経費の不正使用防止 止を徹底する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕 該当なし
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(4) その他業務運営に関する特記事項

１．その他業務運営に関する重要目標に係る取組状況 【10月４日（土）、12月20日（土）、２月１日（日）】
以上全８タイトルで合計16回実施し、県内外から地域住民や学生等805名

① 低炭素活動及びいばらき自然エネルギーネットワークの推進 の参加があり、アンケートにおいても高評価であった。
（関連年度計画：51-3、64-2、64-3）

【新聞マルシェの開設】
【いばらき自然エネルギーネットワークに関する取組】 水戸キャンパス図書館において平成26年12月17日に「新聞マルシェ」を
地球変動適応科学研究機関 (以下「ICAS」) が事務局を担当する「いばら 開設し、同日、学生を中心に60人を超える参加者を得てオープニングセレ

き自然エネルギーネットワーク(REN-i)」は、茨城県、社会連携センターと モニーを開催した。「新聞マルシェ」は、茨城大学COC事業「ライブラリー
連携して、「いばらき自然エネルギー開発コーディネータ養成」の研修プロ カフェ」の一環として、茨城新聞社との連携により、水戸キャンパス図書
グラムを実施した。 館に「東奥日報、河北新報、福島民報、福島民友、茨城新聞、下野新聞、
これは、茨城県内において地域主導型再生可能エネルギーの開発推進を担 上毛新聞、神奈川新聞、沖縄タイムス、琉球新報」の地方紙10紙を配架し

う人材を養成するため、再生可能エネルギーに関わる政策、事業の構想・企 閲覧に供するもので、世界的な視野と地域固有の視点からニュースを発信
画立案に必要な基礎知識や事業化手法等を習得する研修プログラムで、再生 している地方紙を日常的に読むことにより、言論の多様性や地域性（文化
可能エネルギーなどに関わる市町村職員や市民団体の関係者等（10人程度） ・価値観）への理解を深めてもらう場となることを目的としている。
を対象に、平成26年10月から12月までに８回開催された。
また、北関東地域（茨城、栃木、群馬）の地方自治体、企業、NPO 、そし 【自発的な学びをサポートする学習施設】

て大学などの学術機関が「地球温暖化防止」をキーワードに産官学のネット リニューアルされた図書館では、学生の自発的な学びの場として以下の
ワークを形成、北関東地域のカーボン・オフセット取引を活発化させ、環境 学習スペースを設けた。
活動に関わる様々な取組を発展させる「北関東カーボン・オフセット推進ネ
ットワーク」が平成26年10月に設立され、学術組織としてICASが参加機関と ・共同学習エリア：ラーニングコモンズに対応した共同学習スペース。可
なっている。 動式の椅子、机を備え、２～３名による学習から７～

８名によるグループディスカッション等が可能。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して ・グループ学習室：PBL型学習に対応した学習室で大部屋４室、小部屋４室

いると考える。 があり、グループディスカッション、プレゼンテーシ
ョン等を行える。

当初は学生への浸透が低かったが、使用に関する案内等を行うことによ
② 図書館の整備（関連年度計画：62-3） り、利用者数は増え、現在ではほぼ毎日利用される状況となっており、ア

クティブ・ラーニングの促進に寄与している。
【土曜アカデミーの実施】
改修工事が終了し平成26年度からリニューアルオープンした水戸キャンパ 【地域交流・情報発信に関する施設】

ス図書館では、後期にCOC統括機構、社会連携センターと共催で「茨城大学 その他、地域への情報発信や交流の場、多彩な学習の場として、以下の
図書館の土曜アカデミー」を開催した。このアカデミーは、本学が「地域に 施設を備えている。
支えられ、地域に頼りにされる大学」を目指していることから、リニューア
ルを機に「知の交流」、「地域との共生」を今後の課題として積極的に推進 ・貴重資料室・展示室を設置している。貴重資料室では、地域文化等に関
していくこととして、地域の方と学生たちがともに学び、楽しむイベント・ する資料を整理・保管をしている。
講座として実施された。なお、この企画は、平成26年度に茨城大学で採択さ 展示室では、水戸キャンパス図書館リニューアルの記念及び「知の交
れた文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」の一環にもな 流」、「地域との共生」の推進を目的として、４月に「記念展示」が開催
っている。アカデミーの内容は以下のとおり。 され、図書館が所蔵する貴重資料等を広く学内外に公開し、さらに、図
⑴土曜ライブ（学生たちの演奏会・公演）【10月11日（土）、10月25日（土）、 書館企画展「茨城県北ジオパークへの招待－５億年の旅に出よう－」を
11月１日（土）、11月29日（土）】 開催し、パネルや貴重資料等が公開された。（12月）

⑵みんなの考古学 どきドキ講座2014【11月８日（土）】 また、授業やサークルで制作した作品の展示、地域に関連した展示等
⑶ブックカフェ【11月30日（日）、12月20日（土）、２月１日（日）、２月 にも使用された。

21日（土）特別編】
⑷サイエンスカフェ【12月６日（土）】 ・講演会等を行える120名ほどを収容できるライブラリーホールを設置し、
⑸水戸ホーリーホックのフットボールカフェ【12月13日（土）】 ４月に竣工記念式典、５月にリニューアルオープン記念コンサート等が
⑹ビブリオバトル in茨城大学【１月31日（土）】 実施され、その他にも毎月イベント、講演会、説明会、卒論発表会等で
⑺古文書寺子屋（はじめの一歩）【２月７日（土）】 活発に利用されている。
⑻館長講座「中世茨城［常陸・北下総］のもののふたち」
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・民間会社に運営委託する形でライブラリーカフェを設置している。なお、 アンス・ガイドライン」「茨城大学学生行動規範」についての周知徹底等
ただ誘致するだけでなく、各種イベント等やイベント等終了後にカフェを を目的として、研修資料として有効活用するとともに、監査室内部監査に
利用した懇談会等も行われている。上述の土曜アカデミー「ブックカフェ」 おける指摘事項等（コンプライアンス違反事例）を取り纏め、管理職及び
においてもライブラリーカフェを使用して開催された。 教職員への意識啓発を図っている。

平成26年度は、新任教職員研修会において、「本学のコンプライアンス」
・大学の情報等を発信し、また人々が情報を交流する場としてインフォイン のテーマで大学憲章、行動規範、コンプライアンス・ガイドライン等につ
メーションラウンジを設置し、大学の変遷等の展示、各種情報誌（大学発 いて説明を行った。
行）を備えるなど情報発信を行っている。 さらに平成26年12月５日には「茨城大学コンプライアンス研修」を実施

し、91名の参加があった。本学では引き続き研修等を通じて、コンプライ
このように、図書館の改修により、学生の多彩で自発的な学習、地域交流や アンスの周知を図る。

情報発信などが活発に行われており、平成26年度においては、年度計画を上回
って実施していると考える。 【研究費の不正防止に関する取組】（関連年度計画：69）

・平成26年４月９日～４月30日にかけて、本学における寄附金の適正な経
理の更なる徹底を図ることを目的として、寄附金(助成金)の適正な経理

③ アクティブ・ラーニングに資する設備の整備（関連年度計画：62-3、62-5） に関する調査を実施した。

全学的にアクティブ・ラーニングを推進するため、必要な機器の整備、固 ・平成26年４月23日開催の不正防止計画推進本部会議において、公的研究
定式の机・いすの可動式への変更、可変式の間仕切りの整備等を行った。 費の不正防止に関わる周知徹底や学内監査の実施を内容とする「平成26

年度行動計画」を策定した。
このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を上回って実施し

ている、もしくは十分に実施していると考える。 ・不正防止計画推進本部では、平成26年２月に改訂された「公的研究費の
管理・監査のガイドライン」を受け、平成26年度特別監査重点方針を定
め、同年７月に実施した平成26年度科学研究費補助金等監査において、

④ 危機管理体制の改善（関連年度計画：65-1） 内部監査室と連携し、不正発生要因の一因とされる「検収体制」及び「旅
費処理」に焦点を当てた監査を実施した。

危機管理室は理事、副学長、事務局部長などで構成される組織で、かつ、
実質的に支えるスタッフが手薄であるため、機動的に検討等を行える体制と ・不正防止計画推進本部は、平成26年８月４日～９月９日にかけて、科学
なっていなかったことから、事後のフォローアップや、事故が起こった際の 研究費補助金等内部監査を内部監査室と連携して実施し、科学研究費補
検証、改善等の措置が不十分であり、リスク管理の徹底が図られていなかっ 助金等の執行状況及び本学の公的研究費の不正防止に係る取組の理解度
た。 等についてモニタリングを行った。
これらの改善のため、現行の危機管理室を全学委員会として「リスク管理

委員会」に格上げし、その委員会の下に総務部長をヘッドとし、全課長クラ ・不正防止計画推進本部は、平成26年11月14日～12月16日にかけて、公的
スで構成される「リスク管理対策連絡会議」を設置し、機動性の高い体制と 研究費の適切な管理に関する定期調査を実施し、本学教職員の不正防止
した。 に関する内容の理解度の把握に努めるとともに理解していなかった者に
さらに今後、危機管理室は廃止し、総務課にリスク・危機管理担当ライン 対しフォローアップを行った。

を設置し、より迅速に対応できる体制に改善する予定である。
【研究活動の不正防止に関する取組】（関連年度計画：68－1）

このような取組を通じて平成26年度においては、年度計画を十分に実施して
いると考える。 研究活動における不正行為等（論文の剽窃・盗用）の防止を図ることを

目的に、論文の剽窃及び盗用防止を図るための剽窃検知・独自性検証シス
テムを導入した。これは作成した論文等を既存の公開情報と照合し類似率

２．共通の観点に係る取組状況 の高い論文等の存在の有無や類似率が表示され、論文の独自性が確認でき
るオンラインツールである。

１）その他の業務運営の観点 同システムについては、全学的に通知すると同時にバーチャル・キャン
パス・システムを使用して３キャンパスにおいてデモンストレーションを

① 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。 行い、利用の促進を図った。

【法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備・運用状況】 【災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等の整備
（関連年度計画：68-1、68-2） ・運用状況】（関連年度計画：65-1）

平成24年度に策定された「茨城大学行動規範」及び「茨城大学コンプライ 平成26年度も水戸市シェイクアウト訓練へ参加し、震災に関する意識向
上を図った（水戸事業場、水戸市の附属学校園事業場対象 平成27年３月1
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3日）。 理するとともに、その取扱いについて教員等に周知徹底するなどの取組
が求められる。

【学生の国際交流・海外留学、在学留学生に係る危機管理に関する取組】
（関連年度計画：33、65-1） このことについては、【研究費の不正防止に関する取組】（P.36）で示し

たとおり、評価結果を役員会等で報告の上、全教職員に周知徹底を図ると
・あらゆる不測の事態に備えるリスク管理体制を整備し、危機発生時での大 ともに、当事案の発生を受けて、平成26年４月に本学における寄附金の適
学としての対応をあらかじめ策定し、学生の安全確保を行うため「学生の 正な経理の更なる徹底を図ることを目的として、寄附金(助成金)の適正な
国際交流に伴う危機管理個別マニュアル」を作成し、留学生センターHPに 経理に関する調査を実施した。
公表した。 また、同年８月４日～９月９日にかけて、科学研究費補助金等内部監査

を内部監査室と連携して実施し、科学研究費補助金等の執行状況及び本学
・学生の海外留学、国際交流に伴う安全対策の一環として「海外留学・研修 の公的研究費の不正防止に係る取組の理解度等についてモニタリングを行
ガイドブック」を作成し、留学する学生に事前配布を行っている。また留 った。
学生センターHPにも掲載予定である。 さらに、11月14日～12月16日にかけて、公的研究費の適切な管理に関す

る定期調査を実施し、本学教職員の不正防止に関する内容の理解度の把握
・JCSOSの協力の下、11月に学生の国際交流に伴う危機管理セミナーを開催 に努めるとともに理解していなかった者に対しフォローアップを行った。
して、教職員の危機管理意識および国際交流に伴う学生の危機に関する意
識を高めた。 また、社会的問題となった、研究活動における不正行為等（論文の剽窃

・盗用）についてもその防止を図ることを目的に、論文の剽窃及び盗用防
・災害時及び緊急時（地震・火事・交通事故等）の対応方法についてまとめ 止を図るための剽窃検知・独自性検証システムを導入し、全学的に通知す
た、在学留学生のための「危機管理マニュアル（英語版）」を作成した。 ると同時にバーチャル・キャンパス・システムを使用して３キャンパスに
緊急時の情報が日本語で得にくい留学生に対して当マニュアルを配布し、 おいてデモンストレーションを行い、利用促進を図るなど、対応を行った。
日本での安全な留学生活のサポートを行っている。

以上のように、従前の業務実績の評価結果を真摯に受け止め、本学の公的
【防犯の向上】（関連年度計画：67-3） 研究費の不正防止及び研究不正の防止活動を実施している。
新入生に対するオリエンテーション時に、「パンフレット（読んで良かっ （関連年度計画：69-0）

た安全な学生生活）」を配布し、防犯対策・交通事故防止について注意喚起
を行った。同時に、水戸警察署地域安全課の協力による「防犯オリエンテー
ション」を実施し、防犯に対する心構え等の講話を行った。
また、随時犯罪発生状況を把握し、学内掲示及び本学HPによる注意喚起を

行った。
学内への不審者等侵入防止対策として、３キャンパス全ての出入口に、キ

ャンパス内活動（勧誘・ビラ配布・署名活動）を未然に防止するための注意
喚起の看板を設置した。

３．従前の業務実績の評価結果についての対応状況

本学の平成25年度の業務実績のうち、以下２つの事項が課題として挙げられた。

・研究費の不正使用防止に向けた取組については、公的研究費の不正使用防
止に関わる周知徹底や学内監査の実施を内容とする「平成25年度行動計画」
を策定し、同行動計画に基づき、不正防止に関わる学内体制や他大学の不
正事例について説明し、公的研究費の適正な執行について周知を図ってい
るが、過年度における研究費の不適切な経理（２件）が確認されているこ
とから、引き続き再発防止に向けた積極的な取組を行うことが求められる。

・職務上行う教育・研究に対する教員等個人宛ての寄附金について、個人で
経理されていた事例があったことから、学内で定めた規則に則り適切に処
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Ⅱ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅲ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
１９億円 １７億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入、遅延及び事故の発生 運営費交付金の受入、遅延及び事故の発生等

等により緊急に必要となる対策費として借り入 により、緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 れすることも想定される。

Ⅳ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 重要な財産を譲渡する計画 １ 重要な財産を譲渡する計画 １ 平成26年度に下記のとおり重要財産を譲渡した。
（1）教育学部附属野外学習施設の土地（茨城県 （1）三の丸団地（教育学部附属小学校、附属幼 （1）三の丸団地（教育学部附属小学校、附属幼稚園（茨城県水
東茨城郡茨城町大字上石崎字親沢4144番21 稚園（茨城県水戸市三の丸2丁目6番8号）） 戸市三の丸2丁目1番））の土地の一部（222．41㎡）を弘道
753.81㎡）を譲渡する。 の土地の一部（256㎡）を譲渡する。 館・水戸城跡周辺地区整備事業用地として水戸市に譲渡し

（2）水戸第一校舎（用悪水路）の土地（茨城県 （2）阿見町団地（農学部（茨城県稲敷郡阿見町 た。
水戸市渡里町小山の上2421番2 523㎡）を譲 阿見3997番2））の土地の一部（160㎡）を
渡する。 譲渡する。

（3）水戸地区体育施設（茨城県水戸市渡里町 ２ 重要な財産を担保に供する計画
2839番1の一部 69.72㎡）を譲渡する。 重要な財産を担保に供する計画はない。

(4) 三の丸団地（教育学部附属小学校、附属幼
稚園（茨城県水戸市三の丸2丁目6番8号））
の土地の一部（256㎡）を譲渡する。
(5) 阿見町団地（農学部（茨城県稲敷郡阿見町
阿見3997番2））の土地の一部（160㎡）を譲
渡する。

２ 重要な財産を担保に供する計画
重要な財産を担保に供する計画はない。
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Ⅴ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、教育研 平成25年度決算において発生した剰余金については、平成26年
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 度末に文部科学大臣の承認を受けたため、平成26年度における使

用実績はありません。

Ⅵ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

・（中成沢）校舎 総額 施設整備費補助金 ・（文京２）基幹整 総額 国立大学財務・経営
改修（工学系） （６１９） ・小規模改修 総額 国立大学財務・経営 備（排水整備等） センター施設費交付

８５３ 国立大学財務・経営 センター施設費交付 ・（文京）学生寄宿 １，１５１ 金 （３８）
・小規模改修 センター施設費補助金 ３８ 金 （３８） 舎耐震改修 施設整備費補助金

（２３４） ・模擬授業室と協 （４４１）
働した学習・表 設備整備費補助金
現活動のための （３８）
教室整備 運営費交付金

・（中成沢）総合研 （６３４）
究棟改修（Ｎ２
・Ｎ６棟）

・（鮎川）学生寄宿
舎耐震改修

・小規模改修
・防災減災関連設

(注1) 金額については見込みであり、中期目標を達成する （注） 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況 備
ために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備 等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案し ・キュービックア
の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が た施設・設備の改修等が追加されることもある。 ンビル型高圧合
追加されることもある。 成装置

(注2) 小規模改修について平成２２年度以降は平成２１年
度同額として試算している。
なお、各事業年度の国立大学財務・経営センター施

設費交付金については、事業の進展等により所要額の
変動が予想されるため、具体的な額については、各事
業年度の予算編成過程等において決定される。
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○ 計画の実施状況等

・ 平成24年度国立大学法人施設整備費補助金交付決定通知書24文科施第539号及び平成2 ・ 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金交付決定通知書26文科施第469号及び平成2
4年度国立大学法人施設整備費補助金（第1号補正予算）交付決定通知書24受文科高第35 6年度独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業費交付決定通知書財務セ
70号により交付された施設整備費のうち、372百万円が繰越され、全額事業実施に供し 施第5号により、施設整備費68百万円が交付されたが、38百万円を事業に供し、計画変更
た。 （完了予定日の延長）により、30百万円が繰越となった。

・ 平成24年度補正予算（第1号）〔復興関連事業〕により交付された運営費交付金のうち
270百万円が繰越され、全額事業実施に供した。

・ 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金交付決定通知書25文科施第470号により交
付された施設整備費のうち、69百万円が繰越され、全額事業実施に供し、平成25年度当
初予算〔復興関連事業〕、平成25年度補正予算（第1号）〔経済対策〕により交付された
運営費交付金及び設備整備費補助金のうち、263百万円が繰越され、全額事業実施に供
した。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

教育職員については、中期計画をとおして教員数 教育職員については、教員の業務の専門性に合った 教員の人事に関する重要な事項を審議するため「全
の適切な配置を行う。教員の業務の専門性に合った 人材確保・育成を行い、効率的効果的な運営に生かす 学人事委員会」を設置し、「全学人事基本方針」を定
人材確保・育成を行い、効率的効果的な運営に生か ために、中期計画をとおして教員数の適切な配置を行 め、定員による管理から人件費に基づく管理へ移行す
すために、教員人事システム、任期制及び教員定数 う。 るため、「ポイント制」の導入を決定し、その具体案
管理の見直しを行う。 教員採用は公募を原則とする。適正な教員人事を行 の検討を行った。
教員採用は公募を原則とする。適正な教員人事を うために、教育に対する貢献度を重視し、研究や社会 教員採用については公募を原則としており、業務に

行うために、教育に対する貢献度を重視し、研究や 貢献と同時に教育上の業績を含め総合的に評価する多 関する評価も、総合的に評価するシステムを構築して
社会貢献と同時に教育上の業績を含め総合的に評価 面的な評価システムを構築し、評価結果を処遇に間接 いる。また平成26年度は平成24、25年度の実績評価の
する多面的な評価システムを構築し、評価結果を処 的に反映させる。また、教員の研鑽の機会を積極的に ため、各学部に評価の実施を依頼した。
遇に間接的に反映させる。また、教員の研鑽の機会 計画する。 女性教員の採用促進策として、女性教員を採用した
を積極的に計画する。 また、女性教員の採用増を目指し、採用促進のため 部局に対しインセンティブを付与する「女性研究者採
また、女性研究者の採用を促進する経費を措置す の経費を措置するなど、男女共同参画を推進する。 用促進経費」を継続的に実施している。

るなど女性研究者の採用増を図り男女共同参画を推 平成25年度に育児・介護休業に関する諸規則が改正
進する。 事務系職員については、新たなキャリアプランの構 された。平成26年度における勤務時間短縮制度の適用
事務系職員については、新たなキャリアプランの 築及び管理職等への登用制度を透明化するなどして職 者は２名であった。また、女性教員の産前・産後休暇

構築及び管理職等への登用制度を透明化するなどし 員の士気の高揚を図るとともに計画的なSDを推進して 及び育児休業取得者の業務を代替できる教員（任期付
て職員の士気の高揚を図るとともに計画的なSDを推 専門職人材の養成を図る。 き）を採用できる制度を新設し、平成27年４月１日に
進して専門職人材の養成を図る。 職員採用は、関東甲信越地区国立大学法人等職員採 １名が採用される。
職員採用は、関東甲信越地区国立大学法人等職員 用試験を基本とし、専門性の高いポストには、一般公 事務系職員については、平成26年度においても管理

採用試験を基本とし、専門性の高いポストには、一 募により年齢枠を撤廃した幅広い人材の採用を行う。 職に関する登用試験を実施するなど登用制度の透明化
般公募により年齢枠を撤廃した幅広い人材の採用を を図っている。
行う。 職員数の管理は、運営費交付金の予算管理に対応す また、広報室において、メディア業界の勤務経験者
職員数の管理は、運営費交付金の予算管理に対応 る適切な管理を行う。 を常勤の専門職として採用し、高度な専門的知識を有

する適切な管理を行う。 する職員としてURA（ユニバーシティ・リサーチ・アド
（参考１） ２６年度の常勤職員数 ８４１人 ミニストレーター）及び国際コーディネーター（共に

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み また、任期付職員数の見込みを１３人と 平成27年３月採用）を採用するなどして、専門職の担
５２，０２５百万円（退職手当は除く） する。 当分野を強化した。

（参考２） ２６年度の人件費総額見込み （P.17～P.19の特記事項参照）
８，６３２百万円（退職手当は除く）
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○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について）
学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（ ７）

農学部 計 ４８０ ５１９ １０８．１
(a) (b) (b)/(a)×100

人文学部 人文コミュニケーション学科 ６８０(人) ７５０(人) １１０．３（％） 学士課程 小計 ６，２８０ ７，１１２ １１３．２

社会科学科 ９００ １，０２１ １１３．４ （3年次編入学定員で外数） １３０ 内数（ ６３）
人文学科 － － （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（１３３）

コミュニケーション学科 － － 学 士 課 程 合 計 ６，４１０ ７，１１２ １１１．０

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（２５）
人文学部 計 １，５８０ １，７７１ １１２．１ 人文科学研究科 文化科学専攻 ２６ ３９ １５０．０

（修士課程） 社会科学専攻 ２４ ４ ９１．７
教育学部 学校教育教員養成課程 ８６０ ９１７ １０６．６ 地域政策専攻 － １８

（うち教員養成に係る分野８６０人） 文化構造専攻 － －

養護教諭養成課程 １４０ １４７ １０５．０ 言語文化専攻 － －
（うち教員養成に係る分野１４０人） （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（１４）

情報文化課程 ２４０ ２６７ １１１．３ 人文科学研究科 計 ５０ ６１ １２２．０

人間環境教育課程 １６０ １７５ １０９．４
（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（１２） 教育学研究科 学校教育専攻 １０ １０ １００．０

教育学部 計 １，４００ １，５０６ １０７．６ （修士課程） 障害児教育専攻 ６ ９ １５０．０
養護教育専攻 ６ ９ １５０．０

理学部 理学科 ８２０ ９３６ １１４．１ 学校臨床心理専攻 １８ ２０ １１１．１

数理科学科 － － （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（ ４）
自機能科学科 － － 教育学研究科 計 １０４ １１９ １１４．４

地球生命環境科学科 － －
（3年次編入学定員で外数） ２０ 内数（ ９） 理工学研究科 理学専攻 １８０ １８４ １０２．２

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（１０） （博士前期 数理科学専攻 － －

理学部 計 ８４０ ９３６ １１１．４ 課程） 自然機能科学専攻 － －
地球生命環境科学専攻 － －

工学部 機械工学科 ３４０ ４２８ １２５．９ 機械工学専攻 ６６ ９５ １４３．９

生体分子機能工学科 ２４０ ２７８ １１５．８ 物質工学専攻 ６４ ８０ １２５．０
マテリアル工学科 １４０ １５１ １０７．９ 電気電子工学専攻 ５０ ６５ １３０．０

電気電子工学科 ３００ ３５８ １１９．３ メディア通信工学専攻 ４２ ４２ １００．０
メディア通信工学科 １８０ ２０９ １１６．１ 情報工学専攻 ４６ ４７ １０２．２

情報工学科 ２６０ ３１３ １２０．４ 都市システム工学専攻 ４４ ４６ １０４．５

都市システム工学科 ２００ ２３５ １１７．５ 知能システム工学専攻 ６０ ６６ １１０．０
知能システム工学科 ２００ ２２７ １１３．５ システム工学専攻 － －

〃 （夜間主コース） １６０ １８１ １１３．１ 応用粒子線科学専攻 ５０ ４７ ９４．０

物質工学科 － － （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（３３）
システム工学科 － － 大学院（博士前期課程）小計 ６０２ ６７２ １１１．６

〃 （夜間主コース） － －
（3年次編入学定員で外数） ９０ 内数（４２） （博士後期 物質科学専攻 １５ ２４ １６０．０

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（７９） 課程） 生産科学専攻 ２１ ３８ １８１．０

工学部 計 ２，１１０ ２，３８０ １１２．８ 情報・システム科学専攻 ２１ ３１ １４７．６
宇宙地球システム科学専攻 １５ １２ ８０．０

農学部 生物生産科学科 １８０ １９５ １０８．３ 環境機能科学専攻 １５ １４ ９３．３

資源生物科学科 １４０ １６２ １１５．７ 応用粒子線科学専攻 ２７ １８ ６６．７
地域環境科学科 １４０ １６２ １１５．７ （収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（２３）

（3年次編入学定員で外数） ２０ 内数（１２ ） 大学院（博士後期課程）小計 １１４ １３７ １２０．２

茨城大学
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（５６） 附属幼稚園 ３年保育 学級数３
理工学研究科 計 ７１６ ８０９ １１３．０ 年少組 ３０ ２３ ７６．７

年中組 ３０ ２９ ９６．７
農学研究科 生物生産科学専攻 ２６ ２９ １１１．５ 年長組 ３０ ２９ ９６．７

（修士課程） 資源生物科学専攻 ３４ ３３ ９７．１

地域環境科学専攻 ２６ １９ ７３．１ ２年保育 学級数２
（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（１６） 年中組 ２２ １７ ７７．３

農学研究科 計 ８６ ８１ ９４．２ 年長組 ２２ １８ ８１．８

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（６７） 附属小学校 学級数１９（１） ６９１ ６４０ ９２．６

大学院（修士課程）（博士前期課程）中計 ８４２ ９３３ １１０．８
附属中学校 学級数１２ ４８０ ４７６ ９９．２

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（２３）

大学院（博士後期課程）中計 １１４ １３７ １２０．２ 附属特別支援学校 小学部 学級数３ １８ １５ ８３．３

大学院 小計 ９５６ １，０７０ １１１．９ 中学部 学級数３ １８ １８ １００．０

（収容数は、外国人留学生を含む：内数） 内数（９０）
大 学 院 合 計 ９５６ １，０７０ １１１．９ 高等部 学級数３ ２４ ２３ ９５．８

［東京農工大学大学院連合農学研究科：参加校］ (注２) 附属小学校 学級数(1)は複式学級を内数で示す。

［生物生産学専攻（博士課程）］ －

［生物工学専攻（博士課程）］ －
［資源・環境学専攻（博士課程）］ － ○ 計画の実施状況等
［生物生産科学専攻（博士課程）］ ４５
［応用生命科学専攻（博士課程）］ ３０ 定員充足率が90％未満の学部、大学院研究科はない。
［環境資源共生科学専攻（博士課程）］ ３０

［農業環境工学専攻（博士課程）］ １２
［農林共生社会科学専攻（博士課程）］ １８

［連合農学研究科：参加校］合計 １３５ ３５ －

（注１）［連合農学研究科：参加校］合計の収容数３５名は本学において研究指導を受けている学生数
を示す。

特別支援教育特別専攻科
知的障害教育専攻 ３０ ２５ ８３．３
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